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規 則

!愛媛県規則第７号

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように定める。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

（公衆浴場法施行細則等の一部改正）

第１条 次に掲げる規則の規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

! 公衆浴場法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６７号）様式第１号及び様式第３号から様式第９号まで

" 興行場法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第２７号）様式第１号及び様式第４号から様式第１０号まで

# 火薬類取締法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７１号）様式第１号から様式第４号まで

$ 建築士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７７号）第１号様式及び第６号様式から第９号様式まで

% 建築基準法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７８号）様式第１号から様式第２号の３まで及び様式第５号から様式第９号まで

& 家畜改良増殖法施行細則（昭和２７年愛媛県規則第３号）第２号様式

' 愛媛県立衛生環境研究所の使用及び使用料に関する規則（昭和２７年愛媛県規則第１７号）第１号様式の１から第２号様式まで

( 火薬類取締法施行規則第１５条の規定に基き、知事が指示する安全な場所の基準等に関する規則（昭和２８年愛媛県規則第１２号）様式

) と畜場法施行細則（昭和２９年愛媛県規則第１３号）様式第２号の２、様式第６号の２及び様式第１３号

* 理容師法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第４４号）様式第５号

+ クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第５８号）第１１号様式

, 旅館業法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第５０号）様式第１号から様式第９号まで

- 美容師法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第６５号）様式第５号

. 愛媛県身体障害者福祉法施行細則（昭和３４年愛媛県規則第２４号）様式第３４から様式第３４の３まで

/ 愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第２９号）様式第１号から様式第１２号まで

0 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）様式第１２号から様式第１２号の３まで、様式第１２号の６から様式第１７号の３まで、

様式第２２号の２、様式第２３号から様式第２３号の３まで、様式第２５号から様式第２８号まで、様式第３０号の５、様式第３０号の６及び様式

第３０号の８から様式第３０号の２０まで

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則（昭和３６年愛媛県規則第４４号）第２号様式

2 愛媛県看護職員修学資金貸与条例施行規則（昭和３７年愛媛県規則第２１号）様式第１号から様式第１５号まで

3 愛媛県水道条例施行規則（昭和３８年愛媛県規則第４１号）様式第６号

4 愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）様式第１号、様式第６号、様式第６号の２及び様式第９号

5 愛媛県公有財産及び債権に関する事務取扱規則（昭和３９年愛媛県規則第４９号）様式第１０号

6 愛媛県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第９３号）様式第１号、様式第７号、様式第１０号、様式第１１号、様式第１３号、

様式第１５号、様式第２０号及び様式第２２号

7 愛媛県土地改良法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第４５号）様式第３号、様式第５号から様式第１０号まで、様式第１２号、様式第１３号

及び様式第１９号

8 愛媛県青少年保護条例施行規則（昭和４２年愛媛県規則第４０号）様式第２号から様式第４号まで及び様式第６号から様式第１０号まで

9 漁港漁場整備法の規定に基づく許可等に関する規則（昭和４３年愛媛県規則第２９号）様式第１号から様式第６号まで

: 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）様式第１０号の２、様式第１３号、様式第３７号、様式第５２号、様式第５３号、様式第７１号、

様式第８２号の２、様式第９０号の２、様式第９２号及び様式第９７号から様式第９９号まで

; あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則（昭和４６年愛媛県規則第３号）様式第１号から様式第６号ま

で

< 柔道整復師法施行細則（昭和４６年愛媛県規則第４号）様式第１号から様式第３号まで

= 都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則（昭和４６年愛媛県規則第４４号）様式第１号から様式第１０号まで及び様式第１３

号

> 愛媛県開発登録簿閲覧規則（昭和４６年愛媛県規則第４５号）様式第２号

? 愛媛県卸売市場条例施行規則（昭和４７年愛媛県規則第２６号）様式第２号から様式第５号まで、様式第７号から様式第１４号まで及び

様式第１６号から様式第１９号まで

@ 愛媛県自然環境保全条例施行規則（昭和４９年愛媛県規則第４６号）様式第２号から様式第６号まで及び様式第８号の２から様式第１０

号まで

A 温泉法施行細則（昭和５１年愛媛県規則第２８号）様式第１号から様式第２７号まで

B 愛媛県林業・木材産業改善資金会計事務取扱規則（昭和５１年愛媛県規則第８２号）様式第１号及び様式第２号

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号
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" 愛媛県飼料検定条例施行規則（昭和５２年愛媛県規則第４号）様式第１号

# 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和５２年愛媛県規則第４４号）様式第１号、様式第２号、様式第４号、様式第５号、

様式第７号から様式第１９号まで、様式第２１号及び様式第２３号から様式第３０号まで

$ 愛媛県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和５４年愛媛県規則第８２号）様式第１号、様式第２号及び様式第５号から様式第７号まで

% 愛媛県沿岸漁業改善資金会計事務取扱規則（昭和５４年愛媛県規則第８３号）様式第１号及び様式第２号

& 愛媛県自然海浜保全条例施行規則（昭和５５年愛媛県規則第５号）別記様式

' 保健師助産師看護師法施行細則（昭和５７年愛媛県規則第２０号）様式第１号から様式第１２号まで

( 愛媛県宅地建物取引業法施行細則（昭和５８年愛媛県規則第１８号）様式第１号、様式第３号、様式第４号、様式第８号及び様式第１０

号から様式第１４号まで

) 愛媛県立農業大学校規則（昭和５８年愛媛県規則第２３号）様式第６号

* 愛媛県土地改良財産の管理及び処分に関する規則（昭和５９年愛媛県規則第３０号）様式第２号から様式第１０号まで

+ えひめ森林公園利用規則（昭和５９年愛媛県規則第３５号）様式第１号及び様式第３号

, 化製場等に関する法律施行細則（昭和５９年愛媛県規則第５４号）様式第１号から様式第１０号まで

- 愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則（昭和６０年愛媛県規則第５０号）様式第１号、様式第２号及び様式第５号から様式第８

号まで

. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則（平成４年愛媛県規則第１号）様式第１号から様式第３号まで、様式第

５号から様式第１０号まで及び様式第１２号から様式第１４号まで

/ 愛媛県海洋生物資源の採捕数量、漁獲努力量等の報告に関する規則（平成８年愛媛県規則第４６号）様式第１号及び様式第２号

0 指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則（平成１１年愛媛県規則第３１号）様

式第１号から様式第１３号まで

1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則（平成１２年愛媛県規則第１４号）様式第１号から様式第８号まで

2 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成１２年愛媛県規則第３６号）別表第１及

び様式第１号から様式第１２号まで

3 愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則（平成１２年愛媛県規則第５８号）様式第１号、様式第３号及び様式第５号から様

式第８号まで

4 愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成１３年愛媛県規則第２１号）様式第１号から様式第１２号まで

5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則（平成１４年愛媛県規則第４６号）様式第２号及び様式第３号

6 牛海綿状脳症対策特別措置法施行細則（平成１４年愛媛県規則第５８号）様式第１号から様式第４号まで

7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成１５年愛媛県規則第４３号）様式第１号から様式第１５号まで

8 愛媛県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成１５年愛媛県規則第６４号）様式第１号から様式第１３号まで

9 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則（平成１６年愛媛県規則第４５号）様式第１号から様式第３号まで

: 愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第３０号）様式第１号から様式第５号まで、様式第７号から様式第９号

まで、様式第１１号及び様式第１２号

; 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成１８年愛媛県規則第３１号）様式第２号から様式第５号

まで、様式第７号、様式第８号及び様式第１０号から様式第２３号まで

< 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則（平成１８年愛媛県規則第５６号）様式第１号、様

式第３号から様式第５号まで及び様式第７号から様式第９号まで

= 愛媛県資源循環促進税条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第６４号）様式第１号及び様式第３号から様式第１４号まで

> 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例施行規則（平成１９年愛媛県規則第１８号）様式第１号及び様式第２号

? 中国残留邦人等に対する支援給付、特定配偶者に対する配偶者支援金等に関する規則（平成２０年愛媛県規則第４１号）様式第５号、

様式第７号、様式第８号、様式第１６号、様式第３１号から様式第３８号まで及び様式第３９号

@ 愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例施行規則（平成２０年愛媛県規則第５５号）様式第１号、様式第３号及び様式第５号か

ら様式第１２号まで

A 愛媛県地域医療医師確保奨学金貸与条例施行規則（平成２０年愛媛県規則第６０号）様式第１号から様式第１１号まで

B 愛媛県統計調査条例施行規則（平成２１年愛媛県規則第１５号）様式第１号及び様式第２号

C 愛媛県食の安全安心推進条例施行規則（平成２１年愛媛県規則第２３号）様式第１号及び様式第２号

D 愛媛県産業の振興及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例施行規則（平成２１年愛媛県規則第４４号）様式第１号及

び様式第２号

E 愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則（平成２７年愛媛県規則第２号）様式第１号及び様式第３号

（愛媛県公害防止条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県公害防止条例施行規則（昭和４７年愛媛県規則第２号）の一部を次のように改正する。

第２２条第２項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

別表第９備考１!中「日本工業規格」を「規格」に改める。
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!愛媛県告示第２３１号

愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例（平成２０年愛媛県

条例第１５号）第９条第１項の規定に基づき、特定希少野生動植物の

指定をしたいので、その指定の案を次のとおり告示する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定の案

様式第１号から様式第７号まで、様式第９号、様式第１０号、様式第１２号、様式第１４号から様式第２４号まで及び様式第２６号中「日本工業

規格」を「日本産業規格」に改める。

附 則

この規則は、令和元年７月１日から施行する。

!愛媛県告示第２２８号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第２２９号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第２３０号

愛媛県汚染土壌処理業の許可等に関する指導要綱（平成２２年２月愛媛県告示第１６９号）の一部を次のように改正し、令和元年７月１日か

ら施行する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

別記様式注１中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

令和元年８月３１日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

令和元年８月３１日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

令和元年１０月１日（火）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（男子）

令和元年１０月２日（水）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（男子）

令和元年１０月３日（木）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

令和元年９月２４日（火）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

指定をしようとする希少野生動植物
の名称（区分）

指定をしようとする理由

ヤリタナゴ（淡水魚類） 生息地が限定されており、及び生息
環境の悪化が顕著にみられ、絶滅の
おそれがあることから、特に保護を
図る必要がある。
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２ 意見書の提出等

! 意見書の提出

利害関係人は、告示の日から起算して１４日を経過する日まで

の間に、知事に指定の案についての意見書を提出することがで

きる。

" 意見書の提出先

愛媛県県民環境部環境局自然保護課

!愛媛県告示第２３２号

愛媛県認定訓練助成事業費補助金（運営費）交付規程（昭和３３年１１月愛媛県告示第９５６号）の一部を次のように改正し、令和元年７月１

日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

ヌマムツ（淡水魚類） 生息地が限定されており、及び生息
環境の悪化が顕著にみられ、絶滅の
おそれがあることから、特に保護を
図る必要がある。

チュウガタスジシマドジョウ（淡水
魚類）

生息地が限定されており、生息環境
の悪化が顕著にみられ、及び愛好家
による高い捕獲圧があり、絶滅のお
それがあることから、特に保護を図
る必要がある。

カジカ中卵型（淡水魚類） 生息地が限定されており、及び生息
環境の悪化が顕著にみられ、絶滅の
おそれがあることから、特に保護を
図る必要がある。

ヒナイシドジョウ（淡水魚類） 生息地が限定されており、生息環境
の悪化が顕著にみられ、及び愛好家
による高い捕獲圧があり、絶滅のお
それがあることから、特に保護を図
る必要がある。

イシガイ（陸・淡水産貝類） 生息地が限定されており、及び生息
環境の悪化が顕著にみられ、絶滅の
おそれがあることから、特に保護を
図る必要がある。

マツカサガイ（陸・淡水産貝類） 生息地が限定されており、及び生息
環境の悪化が顕著にみられ、絶滅の
おそれがあることから、特に保護を
図る必要がある。

デンジソウ（高等植物） 生育地が限定されており、及び生育
環境の悪化が顕著にみられ、絶滅の
おそれがあることから、特に保護を
図る必要がある。

ミズキンバイ（高等植物） 生育地が限定されており、及び生育
環境の悪化が顕著にみられ、絶滅の
おそれがあることから、特に保護を
図る必要がある。

ナミキソウ（高等植物） 生育地が限定されており、及び生育
環境の悪化が顕著にみられ、絶滅の
おそれがあることから、特に保護を
図る必要がある。

改 正 後 改 正 前

第１１条 省略

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金

の返還等）

第１２条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税

の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する

額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税の税率を乗じ

て得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下

「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額」という。）が確定

した場合（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が０円の場

合を含む。）には、速やかに消費税及び地方消費税仕入控除税額

確定報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提

出しなければならない。

! 確定申告書の写し

" 課税売上割合等が確認できる書類

# 消費税法第６０条第４項に規定する特定収入の割合が確認でき

る書類

２ 知事は、補助金を交付した後において、前項の規定により消費

税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書が提出された場合に

は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命ずるものとする。

第１３条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号
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様式第４号の次に次の１様式を加える。

第１４条 省略

第１５条 省略

第１６条 省略

様式第１号（第３条、第４条、第１４条、第１５条関係） 認定訓練助

成事業費補助金（運営費）交付申請書

第１３条 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

様式第１号（第３条 関係） 認定訓練助

成事業費補助金（運営費）交付申請書

省略 省略

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第２号（第７条、第１４条、第１５条関係） 認定訓練助成事業費

補助金（運営費）補助事業実施状況報告書

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第２号（第７条 関係） 認定訓練助成事業費

補助金（運営費）補助事業実施状況報告書

省略 省略

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

様式第３号（第８条、第９条、第１４条、第１５条関係） 認定訓練助

成事業費補助金（運営費）補助事業実績報告書

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

様式第３号（第８条 関係） 認定訓練助

成事業費補助金（運営費）補助事業実績報告書

省略 省略

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 中小企業事業主等の収支決算書（写し）を添付するこ

と。

様式第４号（第１０条関係） 認定訓練助成事業費補助金（運営費）

請求書

注 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ この報告書には、中小企業事業主等の収支決算書（写

し）を添付すること。

様式第４号（第１０条関係） 認定訓練助成事業費補助金（運営費）

請求書

省略 省略

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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様式第５号（第１２条関係） 消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書
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!愛媛県告示第２３３号

愛媛県認定訓練助成事業費補助金（施設及び設備費）交付規程（昭和４６年８月愛媛県告示第６９８号）の一部を次のように改正し、令和元

年７月１日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第５号の次に次の１様式を加える。

改 正 後 改 正 前

第１０条 省略

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金

の返還等）

第１１条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税

の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する

額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税の税率を乗じ

て得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下

「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額」という。）が確定

した場合（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が０円の場

合を含む。）には、速やかに消費税及び地方消費税仕入控除税額

確定報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提

出しなければならない。

! 確定申告書の写し

" 課税売上割合等が確認できる書類

# 消費税法第６０条第４項に規定する特定収入の割合が確認でき

る書類

２ 知事は、補助金を交付した後において、前項の規定により消費

税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書が提出された場合に

は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命ずるものとする。

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

第１５条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略
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様式第６号（第１１条関係） 消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書
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!愛媛県告示第２３９号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び土木事

務所並びに市役所及び町役場において縦覧に供する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

北柴生Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１２号までを順次

結んだ線、標柱１２号と標柱１３号を市道合同線北西側官民境界線で結

んだ線、標柱１３号と標柱１４号を結んだ線及び標柱１４号と標柱１号を

結んだ線に囲まれた区域

鎌土Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１３号までを順次

結んだ線及び標柱１３号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

!愛媛県告示第２３４号

愛媛県民有林災害林道復旧事業補助金交付規程（昭和６０年１０月愛媛県告示第１２５０号）の一部を次のように改正し、令和元年７月１日から

施行する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

様式第１号から様式第８号までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

!愛媛県告示第２３５号

愛媛県治山事業施行規程（昭和６１年３月愛媛県告示第４２７号）の一部を次のように改正し、令和元年７月１日から施行する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

様式第３号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

!愛媛県告示第２３６号

愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示第１３８３号）の一部を次のように改正し、令和元年７月１日から施行する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

様式第１号及び様式第３号から様式第６号までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

!愛媛県告示第２３７号

森林整備工事に係る競争入札等の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成１５年５月愛媛県告示第１２５０号）の一部を次のように改正

し、令和元年７月１日から施行する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

様式第２号注１中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

!愛媛県告示第２３８号

愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告示第６０７号）の一部を次のように改正し、令和元年７月１日から施行する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

様式第２号から様式第４号までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

乙１２１番１ ７号

乙１１８番３ ８号

乙１１１番２ ９号

３８１番 １０号、１１号

３８２番１ １２号

３６１番 １３号

３９７番１ １４号

市 町 地 番 標 柱

喜多郡内子町 中川 ３２２６番 １号

３２２８番 ２号

３２５４番 ３号、４号

３２５６番 ５号

３２４９番 ６号

３２４７番 ７号

３２７９番 ８号

市 町 地 番 標 柱

四国中央市 柴生町 ４０７番２ １号

乙１２５番２ ２号、３号

乙１２５番１ ４号、５号

乙１２４番１ ６号

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号
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!"!"!"!"!"!"!"

!"!"!"!"!"!"!"

"!"!"!"
!愛媛県告示第２４０号

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、大洲河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和元年６月１１日から

９月３０日まで

３ 作業地域 愛媛県宇和島市津島町上畑地

"!"!"!"
!愛媛県告示第２４１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市萩生土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和元年６月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

就 任

退 任

!愛媛県告示第２４２号

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第２４３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 桑 山 尚 # 新居浜市萩生６４１番地－１

〃 鴨 田 順 一 新居浜市萩生７５２番地

〃 菅 譲 滋 新居浜市萩生３５１番地－１

〃 土 岐 洋 次 新居浜市萩生２４９番地－３

〃 秋 山 晃 徳 新居浜市萩生７９３番地

〃 渡 辺 芳 広 新居浜市萩生５１１番地

〃 守 谷 力 夫 新居浜市萩生４９５番地

〃 守 谷 健 冶 新居浜市萩生５８２番地－１

監 事 藤 田 譲 新居浜市萩生６８０番地

〃 菅 裕 二 新居浜市萩生６３２番地－１３

〃 守 谷 正 吾 新居浜市萩生４７２番地－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 田 滿壽夫 新居浜市萩生４９１番地

〃 土 岐 博 章 新居浜市萩生２７２番地－２

〃 飯 尾 博 光 新居浜市萩生７１３番地－２

〃 鴨 田 順 一 新居浜市萩生７５２番地

〃 大 角 義 貞 新居浜市萩生３５８番地－５

〃 菅 裕 二 新居浜市萩生６３２番地－１３

〃 秋 山 晃 徳 新居浜市萩生７９３番地

〃 渡 辺 芳 広 新居浜市萩生５１１番地

〃 守 谷 力 夫 新居浜市萩生４９５番地

〃 守 谷 健 冶 新居浜市萩生５８２番地－１

監 事 桑 山 尚 # 新居浜市萩生６４１番地－１

〃 土 岐 若 水 新居浜市萩生２５０番地－１

〃 守 谷 正 吾 新居浜市萩生４７２番地－２

３２９９番 ９号

３２８９番 １０号、１１号

３２７５番 １２号

３２３３番 １３号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 田 滿壽夫 新居浜市萩生４９１番地

〃 土 岐 若 水 新居浜市萩生２５０番地－１

許 可 番 号
許 可
年月日

商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地
取 消
年月日

取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２６）第１４３１５号
平成２６年
８月１７日

"丹下園芸 丹下 岩夫 今治市新谷甲１６６５
令和元年
５月９日

造園工事業
建設業の廃止
（全部）

（般－２８）第２１６号
平成２８年
７月１４日

!片上組 片上 康二 今治市大西町脇甲９２８
令和元年
５月１３日

建築工事業
管工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間
旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大三島環状線

今治市上浦町瀬戸６３５３番３から

同町瀬戸６５０４番２まで
旧 ７．８～３２．６ ０．２９４

今治市上浦町瀬戸６３５３番３から

同町瀬戸６５０４番１まで
新 １２．７～７６．５ ０．２９４

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号
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!"!"!"!"!"!"!"

訓 令

!"!"!"!"!"!"!"

!愛媛県告示第２４４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県告示第２４５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

!愛媛県訓令第４号

庁 中 一 般

各地方機関

愛媛県処務細則等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県処務細則等の一部を改正する訓令

（愛媛県処務細則の一部改正）

第１条 愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

様式第２号から様式第４号までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

別表第７産業創出課の表２の部事務の種類の欄中「工業標準化法」を「産業標準化法」に改め、同部１の項事項の欄中「工業標準化」

を「産業標準化」に改める。

（愛媛県文書管理規程の一部改正）

第３条 愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

様式第１３号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

附 則

この訓令は、令和元年７月１日から施行する。

!愛媛県訓令第５号

庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

道路の種類 路 線 名 区 間
旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串内子線
喜多郡内子町論田２３８番から

同町論田１７９番まで

旧 ３．４～７．５ ０．０８７

新 ８．５～２６．４ ０．０８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜甲１９番５７から

同甲１５番９まで
令和元年６月２８日

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号
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（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

農

地

整

備

課

１～４

省略

農

地

整

備

課

１～４

省略

５ 農業

用ため

池の管

理及び

保全に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 特定農業用ため池の指

定に関すること。

! 指定（第７条第１項、

第３項）

○

" 関係市町長の意見聴取

（第７条第２項、第５

項）

○

# 指定の解除（第７条第

３項、第５項）

○

２ 代執行に関すること。

! 防災工事の施行（第１１

条第１項）

○

" 防災工事の施行に要し

た費用の徴収（第１１条

第２項）

○

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者

局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

農

村

１～７

省略

農

村

１～７

省略

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号
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（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

整

備

課

８ 農業

用ため

池の管

理及び

保全に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 防災工事の施行等必要な

措置の勧告（第６条）

○ 整

備

課
２ 特定農業用ため池におけ

る制限行為の許可及び協議

（第８条第１項、第３項）

○

３ 防災工事に関する計画の

変 更 命 令 等（第９条 第２

項、第１０条）

○

４ 施設管理権の設定に関す

る裁定（第１３条第１項、第

１６条第１項、第１７条第１

項、第４項）

○

５ 報告徴収及び立入調査

（第１８条第１項、第２項）

○

６ 身分を示す証明書の交付

（第１８条第４項）

○

７ 既存農業用ため池の届出

の 催 告（附 則 第２条 第３

項）

○

９ 省略 ８ 省略

備考 １ 省略

２ 支局の農村整備課、農村整備第一課及び農村整備第

二課においては、この表２の部、３の部、４の部２の

項から６の項まで及び１０の項から１４の項まで並びに５

の部から８の部までの規定を適用する。

３ 省略

備考 １ 省略

２ 支局の農村整備課、農村整備第一課及び農村整備第

二課においては、この表２の部、３の部、４の部２の

項から６の項まで及び１０の項から１４の項まで並びに５

の部から７の部までの規定を適用する。

３ 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

!～"の３ 省略

# 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第４条第１項及び

附則第２条第１項の規定に基づく農業用ため池の届出の受理に

関すること。

$ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第６条の規定に基

づく防災工事の施行等必要な措置の勧告に関すること。

$の２ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第８条第１項

及び第３項の規定に基づく特定農業用ため池における制限行為

の許可及び協議に関すること。

$の３ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第９条第１項

及び第３項の規定に基づく防災工事に関する計画の届出の受理

に関すること。

$の４ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第９条第２項

の規定に基づく防災工事に関する計画の変更命令に関するこ

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

!～"の３ 省略

#及び$ 削除

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号
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公 告

!公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長水野満夫から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和元年６月１４日あったので公表する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 ! ２０１９年度夏季一時金に関する事項

" 組合員の福利厚生ならびに事業所で発生した事項に

関する事項

# その他未解決事項の早期解決に関する事項

２ 日時 ２０１９年７月１日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

公益財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

公益財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

"!"!"!"

!公 告

愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

令和２年度愛媛県立農業大学校入学試験を次のとおり実施する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入学試験の区分

総合農学科及びアグリビジネス科

２ 入学試験の期日

! 総合農学科

ア 推薦入学試験

令和元年１１月５日（火）学科試験及び面接試験

イ 一般入学試験（１次募集）

令和２年１月２２日（水）学科試験及び面接試験

ウ 一般入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満

たない場合のみ実施する。

令和２年３月５日（木）学科試験及び面接試験

" アグリビジネス科

ア 入学試験（１次募集）

令和２年１月２３日（木）学科試験及び面接試験

イ 入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満たな

い場合のみ実施する。

令和２年３月５日（木）学科試験及び面接試験

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地

愛媛県立農業大学校

４ 修業年限、募集人員及び受験資格

! 総合農学科

コース 修業年限 募集人員

農 産 園 芸 コ ー ス

果 樹 コ ー ス ２年 ５５人

畜 産 コ ー ス

受験資格

次のいずれかに該当する者

! 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校又は

中等教育学校を卒業した者（令和２年３月に卒業見込みの

者を含む。）

" !に掲げる者の他、知事がこれらの者と同等以上の学力

を有すると認めた者

" アグリビジネス科

コース 修業年限 募集人員

リーダー養成コース ２年 １０人

附 則

この訓令は、令和元年７月１日から施行する。

と。

$の５ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第１０条の規定

に基づく防災工事の施行に関する命令に関すること。

$の６ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第１３条第１項

の規定に基づく施設管理権の設定に関する裁定に関すること。

$の７ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第１８条第１項

及び第２項の規定に基づく報告徴収及び立入調査に関するこ

と。

$の８ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第１８条第４項

の規定に基づく身分を示す証明書の交付に関すること。

$の９ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第１８条第７項

の規定に基づく立入調査に係る損失の補償に関すること。

$の１０ 農業用ため池の管理及び保全に関する法律附則第２条第

３項の規定に基づく既存農業用ため池の届出の催告に関するこ

と。

%～& 省略

５・６ 省略

%～& 省略

５・６ 省略
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受験資格

次のいずれかに該当する者

! 学校教育法による短期大学を卒業した者（令和２年３月

に卒業見込みの者を含む。）又は同法による専門職大学の

前期課程を修了した者（令和２年３月に修了見込みの者を

含む。）

" 都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農林水産大臣

と協議して設置されたものに限る。）を卒業した者（令和

２年３月に卒業見込みの者を含む。）

# !に掲げる者の他、知事がこれらの者と同等以上の学力

を有すると認めた者

５ 学科試験科目

! 総合農学科

ア 推薦入学試験

小論文

イ 一般入学試験（１次募集）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学、

理科）

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学、

理科）

" アグリビジネス科

ア 入学試験（１次募集）

小論文

イ 入学試験（２次募集）（実施する場合）

小論文

６ 入学願書受付期間

! 総合農学科

ア 推薦入学試験

令和元年１０月２日（水）から１６日（水）まで

イ 一般入学試験（１次募集）

令和元年１２月１０日（火）から２４日（火）まで

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

令和２年２月６日（木）から２０日（木）まで

" アグリビジネス科

ア 入学試験（１次募集）

令和元年１２月１０日（火）から２４日（火）まで

イ 入学試験（２次募集）（実施する場合）

令和２年２月６日（木）から２０日（木）まで

# 郵送による場合は、総合農学科及びアグリビジネス科とも当

該受付期間の締切日までの消印のあるものは受け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学校長に

提出すること。

! 最終学校の調査書

" 写真（出願前６箇月以内に正面から撮影した無帽の上半身像

で５センチメートル平方形のもの）

# 総合農学科への推薦入学を希望する者にあっては、出身高等

学校又は中等教育学校の長の推薦書

$ 入学選考料として２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校に問い

合わせること。

"!"!"!"
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

! 件名

モニタリングポスト等の購入

" 購入物品名及び数量

モニタリングポスト等 １２式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

# 購入物品の内容等

入札説明書等による。

$ 納入期限

令和２年３月１６日（月）

% 納入場所

モニタリングポスト三崎局、モニタリングポスト双岩局、モ

ニタリングポスト真穴局、モニタリングポスト長浜局、モニタ

リングポスト柴局、モニタリングポスト平野局、モニタリング

ポスト三瓶局、モニタリングポスト野村局、モニタリングポス

ト明浜局、モニタリングポスト下灘局、モニタリングポスト内

子局、モニタリングポスト吉田局（詳細は仕様書に記載）

& 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行

っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行

うことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２９～３１年度の製造の請負等に係る一般

競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項

に該当するもの

! 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

" 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

# ４の#に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間

に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

$ 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

% 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

! 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

" 入札書の受領期限

電子入札による場合は、令和元年８月８日（木）午前９時か

ら同月９日（金）午前９時５９分まで
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紙入札による場合は、令和元年８月９日（金）午前９時５９分

まで

# 入札説明書の交付方法

!に掲げる場所で交付する。

$ 開札の日時及び場所

令和元年８月９日（金）午前１０時

愛媛県総務部入札室兼会議室 本館２階

４ その他

! 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

" 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

# 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：令和元年８月２日（金）午後５時

$ 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

% 契約書作成の要否

要

& 契約の成立

この公告の物品購入に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項第８号の規定により、愛媛県議会の議

決を得たときに、本契約として成立するものとする。

' 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

( 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

) その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接または郵便（書留郵便

に限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ summary

! Nature and quantity of the product to be purchased：

Radiation Monitoring Post，１２ set，etc．

" Time limit of tender：９：５９ a．m．，９ August２０１９

# For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

"!"!"!"
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和元年６月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

! 件名

非常用発電機等の購入

" 購入物品名及び数量

非常用発電機等 ９式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

# 購入物品の内容等

入札説明書等による。

$ 納入期限

令和２年３月１６日（月）

% 納入場所

モニタリングステーション九町越局、モニタリングポスト湊

浦局、モニタリングポスト九町局、モニタリングポスト伊方越

局、モニタリングポスト川永田局、モニタリングポスト豊之浦

局、モニタリングポスト加周局、モニタリングポスト大成局、

原子力センター（詳細は仕様書に記載）

& 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行

っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行

うことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２９～３１年度の製造の請負等に係る一般

競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項

に該当するもの

! 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

" 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

# ４の#に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間

に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

$ 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

% 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

! 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２
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監 査 公 表

電話 （０８９）９１２―２１５６

" 入札書の受領期限

電子入札による場合は、令和元年８月８日（木）午前９時か

ら同月９日（金）午前１０時５９分まで

紙入札による場合は、令和元年８月９日（金）午前１０時５９分

まで

# 入札説明書の交付方法

!に掲げる場所で交付する。

$ 開札の日時及び場所

令和元年８月９日（金）午前１１時

愛媛県総務部入札室 本館２階

４ その他

! 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

" 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

# 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：令和元年８月２日（金）午後５時

$ 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

% 契約書作成の要否

要

& 契約の成立

この公告の物品購入に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項第８号の規定により、愛媛県議会の議

決を得たときに、本契約として成立するものとする。

' 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

( 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

) その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接または郵便（書留郵便

に限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ summary

! Nature and quantity of the product to be purchased：

Emergency Generator，９ set，etc．

" Time limit of tender：１０：５９ a．m．，９ August２０１９

# For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

!公表第１号

平成３１年４月２４日付けで井川孝志から提出された愛媛県知事に関する措置請求について、次のとおり決定した。

令和元年６月２８日

愛媛県監査委員 本 田 和 良

同 永 井 一 平

決 定 書

請求人 四国中央市 井 川 孝 志 様

平成３１年４月２４日付けで提出された「愛媛県職員措置請求書」について、次のとおり決定する。

主 文

本件請求を棄却する。

第１ 請求の内容

請求人から平成３１年４月２４日付けで提出された愛媛県職員措置請求書の内容及び意見陳述の内容を総合すると、請求の要旨は次のとお

りである。

１ 請求する措置

愛媛県知事が、平成２９年度に愛媛県議会議員宇*英治、同鈴木俊広、同森*康行に交付した政務活動費（残余金精算後の額）のうち、

宇*英治につき金１６６万６１０９円、鈴木俊広につき金３０２万９９３５円、森*康行につき金２７４万２７９５円の返還を命じることを怠る行為は違法

なので、同人らに対し各上記金額を愛媛県に返還するよう命じることを求める。

２ 請求の理由

! 政務活動費の性質と支出の適否（一般原則）

ア 愛媛県議会の政務活動費の趣旨と支出が認められる範囲

愛媛県議会の政務活動費は、実費弁償を原則とする補助金の一種であり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１４項及
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び第１５項並びにこれに基づき制定された愛媛県政務活動費の交付に関する条例（平成１３年愛媛県条例第３０号。以下「条例」という。）

に基づいて支給される。

地方自治法第１００条第１４項は「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資

するため必要な経費の一部として・・・政務活動費を交付することができる。」と定めている。

条例はこれに基づき、第１条で政務活動費が「愛媛県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部」として

交付されるものであること、第７条で「議員は、別表に定める政務活動費を充てることができる経費の範囲内において、政務活動

費を適正に使用しなければならない。」こと、第１０条で「知事は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、

当該議員がその年度において第７条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲内において支出した政務活動費の総額

を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。」ことを、それぞれ定めて

いる。また、条例別表では、「調査研究費」「研修費」「広聴広報費」「要請陳情等活動費」「会議費」「資料作成費」「資料購

入費」「事務所費」「事務費」「人件費」の１０種類の使途費目を定め、各費目で支出できる経費の種類を定めている。

従って、愛媛県議会の政務活動費は、「その年度において」支出された、「調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に

限って、支出が認められる。

イ 県議会議員の政治活動と按分支出

県議会議員の活動は、政務活動費との関係では概念上、「政治活動」と「私的活動」に区分することができ、そのうち「政治活

動」は「政務活動」と「政務活動以外の政治活動」に区分することができる。これらの活動のうちの「政務活動」に係る、条例別

表に定める使途基準に該当するものについてのみ、政務活動費から支出することが許される。

しかしながら、議員の活動、特に「政治活動」は、実際にはいろいろな種類の活動が混在していて区分できない場合が多いと考

えられる。例えば「市政報告」には一般に、市政についての広報・広聴の要素があると同時に、後援会活動、選挙準備活動の要素

もある。

政務活動費は一種の補助金なので、政務活動のためにだけ支出することが許される。従って、種々の要素が混在する活動の費用

の全額を支出することはできない。種々の要素が混在する活動の場合には、一定割合で按分して支出することだけが許される。

従って、個々の議員の一つ一つの活動について「政務活動」と「それ以外の政治活動」の割合を定めることは困難であることを

勘案し、

! 当該支出に係る活動の全体が、会派又は所属県議会議員の「政務活動」に係る支出（「調査研究その他の活動に資するために

必要な経費」）として適切と判断されるものは、全額認められ、

" 当該支出に係る活動の全体が、「私的活動」又は「政務活動以外の政治活動」に係る支出と判断されるものは、全額認められ

ず、

# 当該支出に係る活動の全体が、!又は"のいずれかと断定できない支出のうち、具体的な理由によって按分比率を特定できる

例外的なものについてはその按分比率で認められ、それ以外のものについては按分率２分の１で認められる。

ウ 議員の説明義務と説明不十分な支出

県議会議員は、自らのした政務活動費の支出が、「調査研究その他の活動に資するために必要な経費」であることについて、県

及び県民に対して説明する義務を負う。条例が、第８条第１項及び第３項で議員は収支報告書に領収書等の証拠書類を添付して議

長に提出すべきこと、第１２条で何人も議長に対し収支報告書・証拠書類の閲覧又は写しの交付を請求できることを定めていること

は、議員にその説明義務を全うさせる趣旨の規定である。

従って、議員が提出した説明及び証拠が、支出が「調査研究その他の活動に資するために必要な経費」に該当することを認める

に足りないときは、その支出は適切なものと認められない。

" 宇#、鈴木、森#各議員の政務活動費支出の査定結果

愛媛県議会の宇#英治議員、鈴木俊広議員、森#康行議員は、平成２９年度政務活動費として、各自金３９６万円を支出した。

しかるに、!で述べた一般基準に基づき、上記各議員が平成２９年度政務活動費の収支報告書に記載した支出について、開示された

領収書類に基づいて、政務活動費からの支弁が認められるかどうかについて個別に判断した結果、愛媛県職員措置請求書に別紙とし

て添付した査定表（以下「査定表」という。）記載の支出は、「否認額」記載の金額につき、以下の理由により、適切なものと認め

られない。

ア 三議員に共通する性格の支出

! えひめ地域政策研究所会費

宇#、鈴木、森#各議員はいずれも、「えひめ地域政策研究所」に対し「政務調査活動における共通経費」として４８万円（月

額４万円）を支出している。

「えひめ地域政策研究所」はその実態が不明であり、同研究所に支出する「共通経費」なるものの実態も不明なので、上記支

出はその全額が違法である。

" 自動車燃料代

宇#、鈴木、森#各議員はいずれも、自動車燃料代を、走行距離１㎞あたり３７円の計算で支出している。この支出は、以下の

理由により違法である。

ａ 政務活動費は、前述のとおり、議員が実際に支出した費用の範囲内で支出が許されるものであるところ、上記計算で算出さ
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れた「燃料代」は実際に支出された金額ではない。

ｂ 自動車の燃料は、どのような目的のための自動車運行においても消費されるものであるから、その購入代金はその全額を政

務活動費から支出することは許されず、少なくとも按分率２分の１で按分しなければ支出することが許されない。上記の計算

による支出は、自動車燃料代を按分しないで支出することになる。

ｃ 「走行距離１㎞あたり３７円」の計算では、自動車燃料代は現実をはるかに超えて高額に算定されることになる。例えば、①

トヨタ自動車製の乗用車中で最も燃費の悪い「ランドクルーザー」の燃費は約６㎞／ｌであり、②平成２９年度のプレミアムガ

ソリンの価格はほぼ１３５～１５０円／ｌなので、トヨタ・ランドクルーザーであっても平成２９年度中の燃費は最大２５円／㎞を超え

ない。３７円／㎞の計算で計算される燃料費はそれをさらに５０％上回っているので、実質的には議員が適法に支出できる燃料代

をはるかに上回ることになる。

! 給与

宇$、鈴木、森$各議員はいずれも、「職員の給与」を按分率１／２で按分して支出しているが、①領収書中の職員の名は墨

塗りされていて不明であり、②森$議員に関しては領収書貼付用紙に職員名が「 Ａ 」と記載されており議員の家族であるこ

とが疑われる。議員の家族に対する給与を政務活動費から支出することは許されないので、現況では説明不足で適切な支出と認

められない。

" 会合参加費

ａ 宇$議員は、四国中央市ＰＴＡ定期総会（査定表補助番号７。以下括弧内の数字は、査定表の補助番号である。）、四国中

央市体育協会（１２）、えひめ国体公開パーティー（１８）、国体総決起集会（２０）、県畜産振興連絡協議会（３４）、川之江地区

消防年末幹部会（３６）、四国中央市新年交歓会（４１）、宇摩地区同郷会下期懇親会（５１）の各会合につき、参加費用を支出し

ている。

ｂ 鈴木議員は、四国中央市左官業組合総会（４）、生衞連合会懇親会（１１）、四国中央市ＰＴＡ連合会総会（１５）、全国みか

ん生産県議会議員対策協議会（１７、１８。出席のための宿泊費を含む。）、燧灘防災会総会（２７）、四国中央市体育協会定時評

議委員会（２９）、更生保護女性会三島支部会（３７）、中曽根公民館落成式典（４５）、国体愛媛県関係者総決起集会（４６）、四

国中央市消防団叙勲祝賀会（５４）、愛媛県私立幼稚園教育振興大会（６９）、全国みかん生産県議会議員対策協議会（７１）、国

民体育大会入賞選手表彰式（７５）、畜産に関する意見交換会（７８）、四国中央市新年交歓会（８５）、三島地区の教育を考える

会（９１）、愛媛県体育協会表彰式（９４）、宇摩地区同郷会（１０３）の各会合につき、参加費用を支出している。

ｃ 森$議員は、四国中央地域認定農業者連絡協議会（１）、生衛連合会懇親会（８）、育てる会理事会懇親会（９）、四国中

央市ＰＴＡ定期総会（１０）、愛媛県四国中央市倫理法人会経営者の集い懇親会（１１）、２１世紀の愛媛を語る会例会（１３、４６、

６７）、四国中央市土居ラブリバー推進協議会総会懇親会（１４）、天皇皇后両陛下愛媛県奉迎委員会設立総会懇談会（１９）、愛

媛県青年海外協力隊を育てる会総会懇親会（２６～２８。出席のための交通費を含む。）、公益財団法人オイスカ愛媛県支部幹事

会及び懇親会（３０）、２１世紀県政研究会意見交換会（３３）、２１世紀の愛媛を語る会９月例会（３６）、国民体育大会相撲競技会

交流レセプション（４２）、日韓市民友好交流フォーラム（４３）、愛媛県私立幼稚園教育振興大会「私立幼稚園を考える会」懇

親会（４８）、「救う会愛媛」（５７）、一学会研修会（６５）、２１世紀県政研究会意見交換会（６６）、愛媛地球市民の会総会・意

見交換会（７１）、「えひめ国体レスリング競技成功、次なる飛躍を目指す会」（７４～７６）の各会合につき、参加費用を支出し

ている。

ｄ 上記の各会合は、出席について会費を必要とする会合であるかどうかも不明であるが、

" 会費を必要とする会合であれば、飲食を伴うものであることが疑われる（「懇親会」「パーティー」「祝賀会」等の名称

のものは飲食をする会合であることが明らかである。）。飲食を伴う会合の会費を政務活動費として支出することは、それ

自体違法である。

# 会費を必要としない会合であれば、①その出席費用の支出は「調査研究その他の活動に資するために必要な経費」とは言

えないし、②公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）が禁じる寄付行為に該当するのでその意味からも違法である。

# 県外交通・宿泊費

ａ 宇$議員は、四国中央市東京陳情同行!、防衛議員連盟による沖縄自衛隊視察（５０）につき、交通・宿泊費を支出している。

ｂ 鈴木議員は、四国公共交通議員連盟役員会（７）、四国新幹線整備促進に向けて東京決起大会視察・政策調査（３０）、高松

～松山交通費（３２。「要望活動の為の視察」）、四国公共交通議員連盟による視察研修（３９）、大阪府に於いて県産品の市場

調査視察（８０） につき、交通・宿泊費を支出している。

ｃ 森$議員は、一学会出席・県東京事務所訪問（２２）、一般社団法人協力隊を育てる会（東京）顧問・参与会議懇談会（３７、

３８）、四国中央市陳情他（４７）、一学会研修会（６３）、日韓議連韓国視察（６９）、愛媛県青年海外協力隊を育てる会２０１８．５

．１９～２４スリランカ隊員視察（７７。支払先墨塗り。）、日本会議地方議員連盟全国代表者会議総会等（７９）、観光産業振興議

員連盟徳島県視察（８０、８１。ガソリン・高速代含む。）、えひめ国体実行委員会第５回総会・日本会議地方議員連盟全国代表

者会議等（８２、８３。ガソリン・高速代含む。）、愛媛県議会観光産業振興議員連盟県外視察（８５）につき、交通・宿泊費を支

出している。

ｄ これらの県外旅行については、そのいずれについてもその実質を証する資料が添付されていないので、「調査研究その他の

活動に資するために必要な経費」であることについての説明が不足であり、適正な支出と認められない。
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イ 宇!議員の支出

! 空港駐車料（２１、４６）

空路で県外に旅行するための駐車と推測されるが、旅行先・旅行目的が明らかでなく、「調査研究その他の活動に資するため

に必要な経費」であることについての説明が不足で、適正な支出と認められない。

" 国体デモスポ視察宿泊費（２４）

愛媛県内子町で開催された行事に出席した際の宿泊費と推定されるが、内子町からは日帰りが可能なので、宿泊の必要性が認

められない。

# 四国中央市～松山往復ＪＲ料金（４、５、４５、５２）

松山に出向く目的が不明なので、適正な支出と認められない。

$ 愛媛県退職公務員連盟宇摩支部の団体会費（６）

同団体は、愛媛県職員退職者で組織する親睦団体と推定される。その加入に要する会費は適正な支出と認められない。

% 事務所駐車料（３８）

事務所駐車場賃借料らしき支払いを１／２按分で支出しているが、支払先が 墨塗りで判明しない。家族等に対する支払であ

れば違法であり、その説明がない状態では適正な支出と認められない。

ウ 鈴木議員の支出

! 松山市宿泊費・駐車料（３、６、９、１０、１２、１４、２０、２１、２３、２５、３４、４１、４２、４８、４９、５０、５１、５６、６１、６２、６４、６７、６８、

７０、７２、７６、８１、８２、８６、８９、９０、９３、９５、９７、９８、１０１、１０４、１０５、１０６、１０８、１０９）

鈴木議員は、平成２９年度に、合計４７回松山市で宿泊した際の宿泊料・駐車料を政務活動費として支出している。

ａ これらのうち、四国公共交通議員連盟役員会（７）、国体開会式（５６）、障がい者スポーツ大会開会式（６１）、愛媛県生活

衛生推進大会（６８）、愛媛県電設業協会との意見交換会（８９の一部）、建設業協会との意見交換会（９７の一部）、の各宿泊に

ついては、その目的が具体的に説明されているが、いずれも日帰りが可能であり、宿泊の必要がない。

これらについて宿泊が必要となる場合とは、会合に伴って飲酒し、自動車運転が不可能となった結果宿泊する場合であるが、

もしそうであれば、その宿泊は飲酒によって必要が生じたものなので、政務活動費を支出することは許されない。

ｂ その余の宿泊の目的についての議員の説明内容は、「情報・意見交換」（国政、県政、市政、愛媛県域経済産業、異業種と

業界産業、経済産業）、「調査・視察・情報収集」（果樹政策の充実、雇用政策、道路沿線商業の動向、地域活力政策、松山

市の県産品政策、松山市の農産業、経済産業振興、観光業、松山市の雇用政策、農業振興、道路沿線商業の動向）、「要望活

動」という非常に抽象的なもので、①その実質が明らかでないので「調査研究その他の活動に資するために必要」かどうかが

不明であり、②いずれにせよ日帰り可能なはずなので、ａと同様、政務活動費を支出することは許されない。

" タクシー代（１６、２６、３５、４３、５３、５９、７９）

議員が（おおむね四国中央市内の）各種会合に出席する際に用いたタクシー代とされている。鈴木議員は日常的には自家用車

で移動しており（多額「ガソリン代」を支出しており、松山市にも自動車で赴いている。）、四国中央市内の会合出席のために

タクシーを使用する必要性が不明である。唯一考えられるタクシー利用を要する理由は、当該会合で飲酒するため帰路に自動車

を運転することが不可能となることである。①飲食をする会合に出席するための費用を政務活動費から支出することは許されず、

②それに要するタクシー代は「飲酒が原因で必要となった費用」であるから、その意味でも、政務活動費から支出することは許

されない。

# アルバイト代（２、６６）

按分されずに、領収書の受領者名が墨塗りされていて不明である。支払相手、及び按分を要しない理由がいずれも説明不足で

あり、適正な支出と認められない。

エ 森!議員の支出

! 「森!さんを囲む会」ＪＲ運賃・宿泊代（３、７）

当該会合は宇和島市で開催されているが、①会合の性格が不明のため「調査研究その他の活動に資するために必要」かどうか

が不明であり、②日帰りが可能なはずなので宿泊の必要性が認められない。

" 「森盛会」出席費・年会費（４、１７、１８、３２、７０）

当該会合は松山市で開催されているが、会合の性格が不明のため「調査研究その他の活動に資するために必要」かどうかが不

明であり、適正な支出と認められない。

# 「内外ニュース」関連支出（２、１６、３５、８８）

「年会費」（２、３５、８８。いわゆる「情報紙」かとも推測されるが、「会費」が半年で８１，０００円と非常に高額である。）、懇

談会出席のための交通費（１６。１２５のガソリン代もしかり。）などとして支出されているが、①「内外ニュース」又はその「懇

談会」の性格が全く不明であり、適正な支出と認められない。

$ 北方領土返還要求愛媛県民会議（２１）、愛媛日華親善協会（４９）、２１世紀県政研究会（７８）

期間会費か会合参加費か不明である。①会合参加費であればア$で述べた理由で違法であり、②期間会費であれば、当該団体

加入が「調査研究その他の活動に資するために必要」であることの説明が必要である。

% 空港駐車代、高速代、東京タクシー代（５０～５４）

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号

１８０



空路で東京に旅行した際の支出と推測されるが、①旅行先・旅行目的が明らかでなく「調査研究その他の活動に資するために

必要な経費」であることについての説明が不足で、②東京でのタクシー乗車の行先・必要性についての説明がないので、適正な

支出と認められない。

! 業務委託費（２４、５８）

「ｉコンサルト有限会社」に対する委託料とされているが、委託の内容が不明なので、適正な支出と認められない。

" ホームページ更新料（４０）

議員のホームページは、調査研究以外の目的（主として議員のＰＲ目的）にも用いられるものなので、議員が行っている按分

率２／３の按分では按分不足であり、１／２の按分を要する。

# 日印友好協会『バクバリ王の誕生』視察時ガソリン代・高速代・駐車場料金（６１、６２）

「日印友好協会『バクバリ王の誕生』」とは何なのかが不明なので、適正な支出と認められない。

" 宇#、鈴木、森#各議員の平成２９年度政務活動費の支出と不当利得

ア 各議員の違法支出金額

以上の結果、宇#、鈴木、森#各議員が平成２９年度の政務活動費としてした支出中、査定表記載の支出のうち「否認額」欄記載

の金額の支出は、条例第５条に違反し違法である。各議員の違法支出の合計は、

宇#議員につき金１６６万６１０９円

鈴木議員につき金３０２万９９３５円

森#議員につき金２７４万２７９５円

である。

上記の違法支出金額は条例第７条及び別表に従ってなされた支出ではないので、その全額が条例第１０条にいう「残余」にあたる。

イ 財産の管理を違法に怠る事実

条例第１０条は、「知事は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第７条に

規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲内において支出した政務活動費の総額を控除して残余がある場合は、当該残

余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。」と定めている。

この知事の返還命令権・議員の返還義務の法的性格は、不当利得返還請求権・返還義務であり、＜当該議員がその年度において

行った県政の調査研究に資するため必要な経費としてした支出（条例第７条及び別表に従って行った支出をいう。）の総額を控除

して残余がある。＞ことを要件として返還請求権が当然に発生し、知事が正当な理由なく返還を命じないことは違法に財産の管理

を怠る事実に該当することになる。

ウ 結論

よって、愛媛県知事が宇#、鈴木、森#各議員に対して前記の政務活動費の残余金の返還を命じないことは、財産の管理を違法

に怠る事実に該当するので、地方自治法第２４２条第１項の規定に基づき、証拠書類を添付して、頭書のとおり、厳正な措置を請求

する。

（注） 請求の要旨は、原則として原文のまま記載した。ただし、項目番号・記号については本編に合わせて調整し、査定表は省略し、

誤字・脱字であると明らかに認められるものについては、修正して記載した。

第２ 監査の実施

本件請求は、平成３１年４月２４日に受け付けし、要件審査の結果、地方自治法第２４２条に定める要件を具備していると認め、同月２６日こ

れを受理し、次のとおり監査を実施した。

１ 監査委員の除斥

監査委員のうち愛媛県議会議員のうちから選任された委員については、地方自治法第１９９条の２の規定により、本件請求に係る監査

の実施から除斥された。なお、該当する委員は、本件請求の日現在にあっては、大西渡委員及び梶谷大治委員、令和元年５月１５日以降

にあっては、越智忍委員及び毛利修三委員である。

２ 証拠の提出及び陳述

請求人らに対して、地方自治法第２４２条第６項の規定により、令和元年５月１６日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。

３ 監査実施日

令和元年５月３１日に監査を実施するとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取し、関係資料、証拠書類等の確認を行った。

４ 監査対象機関

愛媛県議会事務局（以下「議会事務局」という。）を対象に監査を実施した。

第３ 監査の結果

１ 事実関係

関係書類等の調査及び議会事務局職員からの聴取により次の事項を確認した。

! 政務活動費の概要

地方自治法は、条例の定めるところにより、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対

して政務活動費を交付することができるとし、政務活動費の交付を受けた議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係

る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとしている（地方自治法第１００条第１４項及び第１５項）。
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上記規定を受けて条例及び愛媛県政務活動費の交付に関する規程（平成１３年３月愛媛県議会告示第１号。以下「規程」という。）

が定められている。

政務活動費の制度は、地方議員の活動基盤の充実強化を図る観点から、平成１２年５月の地方自治法改正により制度化された政務調

査費を前身とするもので、平成２４年９月の地方自治法改正により、名称が「政務調査費」から「政務活動費」に、交付の目的が「議

員の調査研究に資するため」から「議員の調査研究その他の活動に資するため」に拡大された一方、政務活動費を充てることができ

る経費は条例で定めなければならないとされ、議長は政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとすることが、新たに定められ

た。

なお、本県における政務活動費の交付の対象及び額並びに交付の方法等は、以下のとおりである。

ア 政務活動費の交付の対象及び額

! 交付の対象（条例第２条）

愛媛県議会議員の職にある者

" 政務活動費の額（条例第３条）

月額３３万円

イ 政務活動費の交付の方法等

! 議員の通知（条例第４条）

議長は、毎年度当初に、政務活動費の交付を受けようとする議員の氏名を知事に通知しなければならない。

" 交付の決定（条例第５条）

知事は、通知に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、当該議員に通知しなければならない。

# 請求及び交付（条例第６条）

議員は、四半期ごとに、速やかに、交付の決定をされた当該四半期に属する月数分の政務活動費を知事に請求するものとする。

知事は、請求があったときは、請求があった日から１５日以内に政務活動費を交付するものとする。

$ 収支報告書（条例第８条）

議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支報告書」という。）を、交付に係る年度の翌年度の４月３０日ま

でに、議長に提出しなければならない。

収支報告書には、政務活動費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写しを添えなければならない。

% 議長の調査（条例第９条）

議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、議員から収支報告書及び領収書その他の証拠書類の写し（以下「収支報告書

等」という。）が提出されたときは、必要に応じ調査を行うことができる。

& 政務活動費の返還（条例第１０条）

知事は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において条例第７条に規定する政

務活動費を充てることができる経費の範囲内において支出した政務活動費の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に

相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

' 収支報告書等の保存（条例第１１条）

議員から提出された収支報告書等は、これを受理した議長において、これを提出すべき期限の翌日から起算して５年を経過す

る日まで保存しなければならない。

( 収支報告書等の閲覧（条例第１２条）

何人も、議長に対し、収支報告書等の閲覧を請求することができる。

議長は、収支報告書等に記載されている情報のうち、愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）第７条第２項の非公

開情報が記録されている部分を除いて複写したものを、閲覧に供するものとする。

! 政務活動費の使途基準等

ア 政務活動費を充てることができる経費の範囲（条例別表）

項目 内容

調 査 研 究 費 議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要する経費

研 修 費
１ 議員が開催する研修会、講演会等（他の議員等と共同して開催するものを含む。）に要する経費
２ 団体等が開催する研修会（視察によるものを含む。）、講演会等への議員及びその雇用する職員の参加に要する経費

広 聴 広 報 費 議員が行う県政に関する政策等の広聴活動並びに議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費

要請陳情等活動費 議員が行う要請及び陳情のための活動並びに住民相談等の実施に要する経費

会 議 費
１ 議員が開催する各種会議、住民相談会等に要する経費
２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
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資 料 作 成 費 議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費

資 料 購 入 費 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事 務 所 費 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事 務 費 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人 件 費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

イ 政務活動費の事務処理マニュアル

愛媛県議会では、平成２５年３月に使途基準の具体的内容や考え方などを取りまとめた「政務活動費の事務処理マニュアル」（以

下「マニュアル」という。）を作成している。その主な記載内容は次のとおりである。

! 政務活動費の交付

趣旨、交付制度の根拠法令等、交付対象及び交付額、交付の方法

" 政務活動費を充てることができる経費の範囲及び具体例

経費（調査研究費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、事務所費、事務費、人件費）

ごとの使途基準（内容、具体例）

# 政務活動費を充てることができる経費の運用指針

実費弁償の原則、按分にあたっての指針、項目別の充当の考え方（調査研究費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、会

議費、事務所費、事務費（備品等）、人件費、政務活動費の充当が不適当な経費（参考事例））

$ 収支報告書等及び支出における留意事項

収支報告書等の提出、領収書等への使途等の記載、支払証明書、会計帳簿等の整理保管

% 資料集

地方自治法（抜粋）、公職選挙法（抜粋）、条例、政務活動費に係る収入及び支出の報告書（記載例）、規程、事業実績報告

書（記載例）

& 参考様式集

" 政務活動費の支出等の状況

平成２９年度における請求対象の３議員の政務活動費の支出の状況は、次のとおりであった。

（単位：円）

氏 名 交付額 充当額 残余（返還額）

宇#英治議員 ３，９６０，０００ ３，９６０，０００ ０

鈴木俊広議員 ３，９６０，０００ ３，９６０，０００ ０

森#康行議員 ３，９６０，０００ ３，９６０，０００ ０

２ 結果

! 監査の視点

政務活動費の制度は、地方議会の活性化を図り、議員の調査活動の基盤を強化する等のため、平成１２年の地方自治法改正により政

務調査費として制度化されたものであり、平成２４年の地方自治法改正により、名称及び交付目的が改められ、透明性の確保に努めつ

つ使途について拡大できるようにされたものである。

改正された地方自治法では、政務活動費の交付の対象や額、交付の方法に加え、充当できる経費の範囲についても、条例で定めな

ければならないこととされており、これを受けて、愛媛県では平成２４年１２月に愛媛県政務調査費の交付に関する条例を改正し、題名

も愛媛県政務活動費の交付に関する条例に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲について定め、対象経費とその内容を

条例別表に掲げている。

もとより、議員の政務活動は広範にわたるものであるから、その全てを明確に定義することは困難である。また、議員の特定の活

動が、政務活動と政治活動の性質を併せもつ場合があることも否定できない。

そこで、愛媛県議会では、平成２５年３月にマニュアルを作成し、政務活動費の使途基準の具体的内容や考え方などを明らかにして

いる。これについては、全国都道府県議会議長会が示した考え方を参考に決定されたものであり、全国共通の標準的な基準に沿うも

のであって、一定の合理性を有するものと考えられる。

もちろん、マニュアルは、法規範性を有するものではない。したがって、マニュアルに適合しないことをもって直ちに不適正な支
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出であると即断することはできない。

しかしながら、マニュアルは、平成２４年１２月の条例改正を受けて、政務活動費に係る請求、交付、充当、収支報告書等の提出等の

一連の手続きを進める際の参考として議長が作成したものであり、各議員にとっても政務活動費を充当して支出できる経費の判断基

準となっている。

このようにマニュアルは、条例で定めるところの政務活動費を充てることができる経費の範囲の具体的内容を推知させるものであ

って、使途基準への適合性判断に当たって参考にされるべきものであると解される。

したがって、政務活動費の個々の具体的な支出が条例で定める経費に該当するか否かの判断に当たっては、議員から提出された収

支報告書等を基に、まず、それがマニュアルの定めに適合するか否かを基準とし、これにより難いものについては、当該政務活動費

の支出の時期、場所、内容、効果等を総合的に考慮し、社会通念に従い判断するのが妥当である。

議員の政務活動は多岐にわたり、議員が十分に役割を果たすためには、自主性、自律性が尊重されなければならないことから、個

々の経費の支出については議員の裁量的判断に委ねられているものであるが、知事は、財務会計行為の適正を確保し、適正を欠く場

合は是正する等の責務を有しており、政務活動費についても公金である以上、政務活動費の支出に、関係法規に照らして明らかに違

法又は不当と認められるものが存する場合には、返還を求めるなどの措置を講ずる必要がある。

監査委員は、地方自治法、条例、規程及びマニュアルによるほか、以上のような視点に立って監査を行い、請求人から政務活動費

の違法又は不当な支出として示されたものについて、次のとおり判断する。

! 個々の監査対象についての判断

ア ３議員共通の事項

! えひめ地域政策研究所会費（共－１）

請求人は、「えひめ地域政策研究所」はその実態が不明であり、同研究所に支出する「共通経費」なるものの実態も不明なの

で、当該支出はその全額が違法であると主張している。

これに対し、議会事務局からは、「えひめ地域政策研究所」は、松山市東雲町に所在し、自民党所属の県議会議員が構成会員

となり共同で政策研究活動を行うことを目的とした団体であり、経費支出の内訳は、主として政策関連のセミナーや会議の開催

に要する経費のほか、コピー代、資料代、用紙、消耗品等の共通経費であり、使途基準等に沿った政務活動と認められるもので

あり、充当は違法ではないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

「えひめ地域政策研究所」での政務活動は、複数議員が共同して行う政務活動であると推定される。条例第７条では、「議員

は、別表に定める政務活動費を充てることができる経費の範囲内において、政務活動費を適正に使用しなければならない。」と

され、条例別表には、調査研究費として「議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託

に要する経費」が定められており、これについては、共同で実施するものが含まれるのかどうか明確ではない。しかしながら、

マニュアルでは、政務活動費を「政策研究会等各種会費」に充当することを認めており、「政策研究会」等が、複数議員が共同

して行う政務活動であることを想定したものであると考えられる。

条例第８条第３項では、収支報告書に記載された政務活動費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写しが添付されてい

れば足りるとされており、政務活動費による支出の支出先である団体に関する書類がなくても不当であるとは言えない。

なお、「えひめ地域政策研究所」の会費は月額４万円、年額で４８万円に及ぶにもかかわらず、各議員の収支報告書に領収書が

添付されて明確になるのは、毎月の会費の支払のみであり、それがその後、同研究所において年間を通じて、具体的にどのよう

な使途に支出されたのかについては明らかにされないのであって、政務活動費の使途の透明性を目的とする地方自治法の趣旨に

照らして必ずしも十分とは言い難い面もあるものの（例えば、議員が当該会費に係るものとは別に調査研究活動を行った場合に

はその支出に関する領収書等が添付されて使途が明確になるのに、同じ議員が当該会費に基づいて同様の調査研究活動を行った

場合にはそれらの支出が明らかにならない。）、直ちに違法不当とは言えない。

" 自動車燃料代（共－２）

請求人は「走行距離１!当たり３７円」の計算では、自動車燃料代は現実をはるかに超えて高額に算定されることになり、違法

であると主張している。

しかしながら、住民監査請求は、違法又は不当な財務会計上の行為及び怠る事実を対象とするものであるところ、本件請求の

自動車燃料代の単価はマニュアルで定められた交通費の単価であり、こうした支出の根拠となる関係規定の内容自体の違法性、

不当性の有無を対象とするものではないことから、請求人の主張は認めることはできない。

# 給与（共－３）

請求人は、議員の家族に対する給与を政務活動費から支出することは許されないので、領収書中の職員の名が黒塗りされてい

て不明である現況では説明不足で適切な支出と認められないと主張している。

これに対し、議会事務局からは、マニュアルにおいては、議員の親族を政務活動補助職員として雇用し、政務活動費を充当す

ることは認めており、その場合は、雇用契約書を作成し、雇用条件等を明確にすること、勤務日誌や給与の支払いが確認できる

書類等が必要となっていること、職員の氏名が記入されている領収書は提出されており、また、議員において整理保管すること

となっている雇用契約書及び勤務実績表については、個別に確認済みであること、さらに、個人情報等の非公開情報について、

条例第１２条第２項の規定により、黒塗りして複写し閲覧に供していることについて説明があった。
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これらを踏まえて次のように判断した。

領収書記載の氏名からだけでは親族であるかどうかは判定できなかったものの、親族に対する給与であったとしても、マニュ

アルにおいて親族を雇用した場合に必要としている勤務日誌や給与の支払が確認できる書類等（雇用契約書及び勤務実績表）を

議員において整理保管しており、議会事務局においてこれらの書類の内容を確認済みであることから、マニュアルを逸脱したも

のとは認められない。よって、請求人の主張は、請求人独自の解釈に基づく主張であって理由がない。

$ 会合参加費（共－４）

請求人は、会費を必要とする会合であれば、飲食を伴う会合であることが疑われ、飲食を伴う会合の会費を政務活動費として

支出することは、それ自体が違法であるとし、会費を必要としない会合であれば、出席費用の支出は「調査研究その他の活動に

資するために必要な経費」とは言えないし、公職選挙法が禁じる寄附行為に該当するのでその意味からも違法であると主張する。

これに対し、議会事務局からは、マニュアルにおいては、会合参加費等について、政務活動費を充てることができる経費の運

用指針を次のとおり定めていること及び請求対象となっている会合については、いずれも活動内容や実態が政務活動と考えられ

るものであり、それらの会合参加に伴う支出は、マニュアルに定める運用指針に沿ったものであることから、充当は違法ではな

いことについて説明があった。

［マニュアル（抜粋）］

第３ 政務活動費を充てることができる経費の運用指針

３ 項目別の充当の考え方

! 研修費

ア 議員が開催する研修会、講演会等

議員（他の議員や団体等と共同で開催するものも含む。）が、地方行財政等に関する研修会、講演会、フォーラム、セ

ミナー、シンポジウム、講座等を開催するために要する経費に充当できるものとする。

なお、議員が行う視察研修については、調査研究費に区分される。

イ 団体等が開催する研修会、講演会等

団体等が開催する地方行財政等に関する研修会、講演会、フォーラム、セミナー、シンポジウム、講座等に、議員又は

議員が雇用する職員の参加に要する経費に充当できるものとする。

ウ 会費に関する考え方

会費の支出対象である団体の活動内容や実態が政務活動に適うものである必要があり、議員が所属しない他団体の主催

する意見交換会等の参加費については、あくまでも実質的な意見交換が中心である場合に充当できるものとする。

なお、議員の経営者としての資格など、個人的資格要件で加入している団体（例えばロータリークラブ、ライオンズク

ラブ、趣味の会等）の会費の支出は、政務活動費の対象経費とはできない。

エ 懇親会等への出席に要する会費

議員が所属していない他団体が主催する実質的な意見交換を目的とした会合に付随する（連続する）懇親会であって、

会費の額が明確に定められており、その金額も社会通念上妥当な範囲のものである場合に限り充当できるものとする。

したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種団体の新年会等）の会費、会派や議員間の懇談会等の会費へは充当で

きない。

なお、一回当たりの限度額は１万円とする。

オ 年会費・月会費

年会費や月会費等の政務活動費からの支出については、その団体の活動内容や実態を十分勘案の上、その可否を判断す

ること。

" 会議費

ア 議員が開催する各種会議

各種会議とは、議員が開催する勉強会、政策立案のための会議、各種打合せのための会議のほか、地域との懇談会や住

民相談会などである。

イ 団体等が開催する意見交換会等各種会議

国・県・市町村・各種団体等が主催する会議への参加のほか、議員として出席案内のあった公的な性格を有する式典へ

の参加などである。

資質向上を目的とした研修費とは異なり、各種会議への参加は議員を主体としているため、雇用する職員が出席する場

合は、職員個人としてではなく、議員の代理として出席することとなる。

ウ 政務活動費を充当できる経費

! 議員が主催する政務活動として開催する昼（朝）食会等の経費

" 議員が主催する会議での会議開催経費（会場費、機材借上費、資料代等）、茶菓提供、議員本人に係る交通費及び宿

泊費

# 他者が主催する会議及びそれらに連続した懇談会での食事、飲食の議員の自己負担分（一回当たりの限度額は、１万

円とする。）
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これらを踏まえて次のように判断した。

会合参加費への政務活動費の充当に当たって、マニュアルにおいては、名称のいかんを問わず、また、飲食を伴っているか否

かを問わず、実質的な意見交換の有無を条件にしており、議会事務局において適切に審査の上、充当が認められているのである

から、マニュアルを逸脱した充当や支出は行われていない。

よって、請求人の主張は、請求人独自の解釈に基づく主張であって理由がない。

なお、請求人は、会費制でない会合への支出は公職選挙法で禁止された寄附行為に該当するものであると主張するが、監査委

員は、各種の会合参加費を支出した議員の行為が同法の規定に違反するかどうかの点まで判断をすることはできない。

% 県外交通・宿泊費（共－５）

請求人は、各種の県外旅行については、そのいずれについてもその実質を証する資料が添付されていないので、「調査研究そ

の他の活動に資するために必要な経費」であることについての説明が不足であり、適正な支出と認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、請求対象となっている県外調査及び視察等については、いずれも政務活動と考えられるもの

であり、その経費の支出は、使途基準等に沿った支出と認められるので、充当は違法ではないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

マニュアルで添付が必要とされている領収書等は添付されており、マニュアルを逸脱していて不当と認められるものはないこ

とから、請求人の主張には理由がない。

なお、条例及び規程により、各議員は、収支報告書と併せて、事業実績報告書、領収書その他の証拠書類の写しを提出するこ

ととなっている。また、マニュアルにおいては、視察経費（交通費、宿泊費等）に政務活動費を充当した場合は、原則として、

領収書等貼付用紙等に実施期日、視察用務、視察場所、相手方等を記載し、行程表、パンフレット等の資料は、各議員が保管す

ることとなっている。これに関して、視察経費に係る領収書等貼付用紙の一部にマニュアルで原則、記載が求められている視察

場所、相手方等の記載がないものがあったが、これについては、議会事務局において個別に議員に照会し、確認済みである。

イ 宇!議員の支出

! 空港駐車料（宇－１）

請求人は、旅行先・旅行目的が明らかでなく、「調査研究その他の活動に資するために必要な経費」であることについての説

明が不足で、適正な支出と認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、請求対象となっている空港駐車料については、いずれも、県外での調査及び視察に係る用務

のため松山空港駐車場を利用したものであって、政務活動のための経費と認められるものであり、充当は違法でないとの説明が

あった。

これらを踏まえて次のように判断した。

当該空港駐車料と一体となる交通費及び宿泊費の領収書が存在しており、それらの旅行目的は県外での調査及び視察という政

務活動であるため、旅行先及び旅行目的が不明で、必要性が説明不足であるとする請求人の主張には理由がない。

" 国体デモスポ視察宿泊費（宇－２）

請求人は、内子町からは日帰りが可能なので、宿泊の必要性が認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、議員の居住地からの距離や競技会準備から終了までにわたる３日間の視察日程等を考慮すれ

ば、宿泊して一連の業務を遂行することが効率的であり、宿泊することに特段の不合理は認められないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

宿泊するかどうかの判断は、単に日帰りが可能かどうかだけで決まるものではなく、これについては、行事日程や政務活動の

目的達成のための必要性なども考慮して総合的に判断すべきものと考えられ、日帰りの可能なことのみをもって宿泊は認められ

ないとする請求人の主張には理由がない。

# 四国中央市～松山往復ＪＲ料金（宇－３）

請求人は、松山に出向く目的が不明なので、適正な支出と認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、議員の政務活動の拠点である県庁までの往復旅費であり、不自然な頻度ではなく、政務活動

のために支出されたものと推認できることから、充当は違法ではないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

請求対象となっている経費に係る各領収書等貼付用紙には、「事業名、使途及び内容等」の欄に、県庁での政務活動との記載

があり、一見して明らかに違法不当と分かる点はないことから、マニュアル違反は認められない。よって旅行目的が不明である

ことをもって適正ではないとする請求人の主張は理由がない。

$ 愛媛県退職公務員連盟宇摩支部の団体会費（宇－４）

請求人は、愛媛県退職公務員連盟宇摩支部は、愛媛県職員の退職者で組織する親睦団体と推定され、その加入に要する会費は

適正な支出と認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、同団体は、県内の恩給・退職共済年金等受給者及び、現職公務員・教職員等、同連盟の賛同

者・支援者で構成された団体であり、高齢者福祉・年金制度問題の情報収集・意見交換を目的としていることから、その加入に

要する経費は、政務活動のための経費と認められるものであり、充当は違法ではないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。
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同団体は、単なる親睦団体とはいえない活動をしており、愛媛県職員退職者で組織する親睦団体であるとする請求人の推定は

当たらず、同団体の会費を政務活動費で支出することは不適切であるとする請求人の主張には理由がない。

$ 事務所駐車料（宇－５）

請求人は、１／２按分で支出している事務所駐車場賃借料らしき支払先が黒塗りで判明しないが、家族等に対する支払であれ

ば違法であり、その説明がない状態では適正な支出と認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、支払先が記入されている領収書は提出されており、賃借の相手方は、議員の親族ではないこ

と、親族等に対する支払であることをもって直ちに使途基準等に適合しない支出とするような規定はマニュアルにないこと、当

該経費に係る按分率については、適正であることを確認済みであること、及び個人情報等の非公開情報について、条例第１２条第

２項の規定により、黒塗りして複写し閲覧に供していることについて説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

請求人は、支払先が黒塗りされていることで、家族等への支払いを疑っているが、マニュアルでは、親族等であったとしても、

社会状況に合わせた妥当な賃料を設定し、議員本人が契約主体となった契約書を作成し、適正な会計処理をすることで、事務所

駐車料の充当を認めており、請求人の主張は、請求人独自の解釈に基づく主張であって理由がない。

ウ 鈴木議員の支出

! 松山市宿泊費・駐車料（鈴－１）

請求人は、宿泊の目的が具体的に説明されているものもあるがいずれも日帰りが可能であり、宿泊の必要がないこと、これら

が会合に伴って飲酒し、自動車運転が不可能となった結果、宿泊する場合であれば、その宿泊は飲酒によって必要が生じたもの

なので、政務活動費を支出することは許されないこと、及びその余の宿泊の目的の説明が非常に抽象的で、その実質が明らかで

ないので「調査研究その他の活動に資するために必要」かどうかが不明であり、いずれにせよ日帰り可能なはずなので、政務活

動費を支出することは許されないことを主張する。

これに対し、議会事務局からは、いずれも公的な行事参加による意見交換のための政務活動、あるいは、調査研究のための視

察、意見聴取・交換であるため政務活動と認められ、議員がその政務活動に伴って宿泊した経費に充当していることから、マニ

ュアルに定める運用指針に沿った適切な処理と認められ、充当は違法ではないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

前日又は翌日の政務活動、及び政務活動の開始時間又は終了時間を勘案して宿泊の要否を判断したという点に特段の不合理は

なく、請求人の主張には理由がない。

" タクシー代（鈴－２）

請求人は、四国中央市内の会合出席のためにタクシーを使用する必要性が不明であり、唯一考えられる理由は、当該会合で飲

酒するため帰路に自動車を運転することが不可能となることであるが、飲食をする会合に出席するための費用を政務活動費から

支出することは許されず、それに要するタクシー代は「飲酒が原因で必要となった費用」であるから、その意味でも、政務活動

費から支出することは許されないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、マニュアルにおいては、タクシー使用に係る交通費については実費弁償を認めており、いず

れも調査研究や意見交換等、政務活動のための交通費として実費弁償しているものであることから、マニュアルに定める運用指

針に沿った適切な処理として認められ、充当は違法ではないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

請求対象となっているタクシー利用に係る領収書等貼付用紙に記載のある利用目的を確認したところ、いずれも不合理な点は

認められない。

よって、請求人の主張は、請求人独自の解釈に基づく主張であって理由がない。

# アルバイト代（鈴－３）

請求人は、領収書の受領者名が黒塗りされており、支払の相手及び按分を要しない理由がいずれも説明不足であり、適正な支

出と認められないと主張する。

これに対する議会事務局からの説明及び監査委員の判断内容は、ア#給与（共－３）に同じである。

エ 森!議員の支出

! 「森!さんを囲む会」ＪＲ運賃・宿泊代（森－１）

請求人は、森!さんを囲む会の性格が不明のため「調査研究その他の活動に資するために必要」かどうかが不明である。また、

日帰り可能なはずなので宿泊の必要性が認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、同会は、平成１３年の県立宇和島水産高等学校実習船「えひめ丸」事故関係の会合で、関係者

との意見交換を行っており、政務活動であると認められ、また、往復の移動時間が５時間半以上かかることや行事日程を考慮す

れば、宿泊することは、特段不合理とは認められないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

マニュアルでは政務活動費への充当が認められているものであり、不合理な点はなく、請求人の主張には理由がない。

" 「森盛会」出席費・年会費（森－２）

請求人は、森盛会の性格が不明のため「調査研究その他の活動に資するために必要」かどうかが不明であり、適正な支出と認
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められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、同会は、産官出身のメンバーで県政課題の意見交換を行う会合であり、同会への出席は、政

務活動と認められることから、政務活動費を充当することは違法ではないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

マニュアルでは政務活動費への充当が認められているものであり、不合理な点はなく、請求人の主張には理由がない。

! 「内外ニュース」関連支出（森－３）

請求人は、「内外ニュース」又はその「懇談会」の性格が全く不明であり、適正な支出と認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、「㈱内外ニュース」は、内外の動きを正確に把握し、情報紙（週刊・月刊「世界と日本」）

及びデジタル媒体を通じて各分野での報道を行っているほか、全国各支社等で専門家を招いた懇談会を開催しており、会費には

懇談会の出席案内や週刊・月刊誌の購読料が含まれているため、これらの支出はいずれも、政務活動に必要な情報収集のための

情報紙の購読及び懇談会への参加のための支出であることから、政務活動費を充当することは違法ではないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

マニュアルでは政務活動費への充当が認められているものであり、不合理な点はなく、請求人の主張には理由がない。

" 北方領土返還要求愛媛県民会議、愛媛日華親善協会、２１世紀県政研究会（森－４）

請求人は、会合参加費であればア"で述べた理由で違法であり、期間会費であれば、当該団体加入が「調査研究その他の活動

に資するために必要」であることの説明が必要であると主張する。

これに対し、議会事務局からは、マニュアルにおいては、会合参加費等について、政務活動費を充てることができる経費の運

用指針を定めていること（ア"会合参加費（共－４）のとおり。）及び請求対象となっている「北方領土返還要求愛媛県民会議」

は、北方領土四島の一括返還促進について、県民の意識高揚を図ることを目的とする団体、「愛媛日華親善協会」は、日本と台

湾との友好親善を目的とする団体、「２１世紀県政研究会」は、県・市職員や民間の有識者等との政策研究会であり、これらの各

会合については、いずれも活動内容や実態が政務活動と考えられるものであり、会合参加に伴う支出は、マニュアルに定める運

用指針に沿ったものであることから、充当は違法ではないことについて説明があった。

これらを踏まえて、次のように判断した。

マニュアルを逸脱して違法不当と認められる点はなく、請求人の主張には理由がない。

# 空港駐車代、高速代、東京タクシー代（森－５）

請求人は、旅行先・旅行目的が明らかでなく、「調査研究その他の活動に資するために必要な経費」であることについての説

明が不足で、また、東京でのタクシー乗車の行き先・必要性についての説明がないので、適正な支出と認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、陳情のため上京する際、松山空港駐車場、自宅から松山空港間の高速道路を利用したもので

あり、また、タクシーの乗車区間についても、陳情のため都内の移動に利用したものであることから、マニュアルに定める運用

指針に適合した経費への充当であり、充当は違法ではないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

当該空港駐車代等と一連となる交通費及び宿泊費の領収書が存在しており、それらの旅行目的は東京への陳情活動という政務

活動である。また、複数の陳情先へ都内を移動し、相手方との面会時間や所在を勘案した上でのタクシー利用であるため、旅行

先及び旅行目的が不明で、必要性について説明不足であるとする請求人の主張には理由がない。

$ 業務委託費（森－６）

請求人は、委託の内容が不明なので、適正な支出と認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、県政課題について意見交換会の実施、会合開催の業務支援を委託しているものであり、政務

活動費を充当することについて特段不合理はないものと考えるとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

収支報告書添付の領収書及び領収書等貼付用紙には、具体的な委託業務の内容が記載されていなかったが、議長に提出されて

いる「平成２９年度政務活動費に係る収入及び支出の報告書」別紙によれば、調査研究等業務委託費の内容として、「各種会合の

資料・会場準備等」と記載があり、議会事務局において、その業務委託契約書を確認していることから、委託内容が不明とする

請求人の主張は当たらない。

% ホームページ更新料（森－７）

請求人は、議員のホームページは、調査研究以外の目的（主として議員のＰＲ目的）にも用いられるものなので、議員が行っ

ている按分率２／３の按分では按分不足であり、１／２の按分を要すると主張する。

これに対し、議会事務局からは、按分比率の決め方については、政務活動が議員個々によって異なっているため、マニュアル

で按分比率を一律に示すことは困難であり、個々の議員の判断によるところとなるが、２／３の按分比率に特段不合理はないも

のと考えるとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

議会事務局において、森!議員のホームページの掲載内容から、２／３の按分率が適正である旨を確認しており、請求人の主

張は当たらない。

& 日印友好協会『バクバリ王の誕生』視察時ガソリン代・高速代・駐車場料金（森－８）
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請求人は、「日印友好協会『バクバリ王の誕生』」とは何なのかが不明なので、適正な支出と認められないと主張する。

これに対し、議会事務局からは、特定非営利活動法人「日印友好協会」は、愛媛大学教授が事務局長を務め、日本・インド及

び周辺諸国の人的交流を促進し、友好関係の一層の構築を目的とした団体であって、当該経費はこの団体の会合視察時の経費で

あり、政務活動に要した経費として充当することは違法ではないとの説明があった。

これらを踏まえて次のように判断した。

国際交流が目的の団体への視察であり、領収書等の記載について不合理な点は認められないことから、請求人の主張には理由

がない。

表１ 平成２９年度愛媛県議会議員政務活動費監査結果（総括表） （単位：円）

議員名
政務活動費支出額

"

監査委員査定額
#

（参考）
請求人査定額

返還すべき額
"－#

宇$英治 １，６７２，７８９ １，６７２，７８９ ６，６８０ ０

鈴木俊広 ３，０２９，９３５ ３，０２９，９３５ ０ ０

森$康行 ２，７２２，１１５ ２，７２２，１１５ １７，８００ ０

合計 ７，４２４，８３９ ７，４２４，８３９ ２４，４８０ ０

表２－! 平成２９年度愛媛県議会議員政務活動費監査結果（個票）

【宇$英治議員】 （単位：円）

記号 補助番号 費目内訳
政務活動費支出額

"

監査委員査定額
#

（参考）
請求人査定額

返還すべき額
"－#

【３議員 共通１ えひめ地域政策研究所会費】

共－１ １ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ８ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ １１ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ １５ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ １９ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ２５ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ２８ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ３１ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ３７ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ４２ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ４７ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ５３ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

小計 ４８０，０００ ４８０，０００ ０ ０

【３議員 共通２ 自動車燃料代】

共－２ ２ 調査研究費 ４０，１８２ ４０，１８２ ０ ０

共－２ ９ 調査研究費 ５１，５７８ ５１，５７８ ０ ０

共－２ １３ 調査研究費 ５６，６８４ ５６，６８４ ０ ０
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共－２ １６ 調査研究費 ８０，４７５ ８０，４７５ ０ ０

共－２ ２２ 調査研究費 ７６，０７２ ７６，０７２ ０ ０

共－２ ２６ 調査研究費 ５３，０５８ ５３，０５８ ０ ０

共－２ ２９ 調査研究費 ４８，９１４ ４８，９１４ ０ ０

共－２ ３２ 調査研究費 ５４，７６０ ５４，７６０ ０ ０

共－２ ３９ 調査研究費 ２９，３７８ ２９，３７８ ０ ０

共－２ ４３ 調査研究費 ３１，８２０ ３１，８２０ ０ ０

共－２ ４８ 調査研究費 ４５，２１４ ４５，２１４ ０ ０

共－２ ５４ 調査研究費 ４４，４７４ ４４，４７４ ０ ０

小計 ６１２，６０９ ６１２，６０９ ０ ０

【３議員 共通３ 給与】

共－３ ３ 人件費 ２８，８００ ２８，８００ ０ ０

共－３ １０ 人件費 ２８，８００ ２８，８００ ０ ０

共－３ １４ 人件費 ３１，２００ ３１，２００ ０ ０

共－３ １７ 人件費 ３１，２００ ３１，２００ ０ ０

共－３ ２３ 人件費 ３２，４００ ３２，４００ ０ ０

共－３ ２７ 人件費 ３０，０００ ３０，０００ ０ ０

共－３ ３０ 人件費 ３０，０００ ３０，０００ ０ ０

共－３ ３３ 人件費 ３０，０００ ３０，０００ ０ ０

共－３ ４０ 人件費 ２８，８００ ２８，８００ ０ ０

共－３ ４４ 人件費 ２８，８００ ２８，８００ ０ ０

共－３ ４９ 人件費 ２８，８００ ２８，８００ ０ ０

共－３ ５５ 人件費 ３１，２００ ３１，２００ ０ ０

小計 ３６０，０００ ３６０，０００ ０ ０

【３議員 共通４ 会合参加費】

共－４ ７ 研修費 ３，０００ ３，０００ ０ ０

共－４ １２ 研修費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ １８ 調査研究費 １０，０００ １０，０００ ０ ０

共－４ ２０ 調査研究費 ５，０００ ５，０００ ０ ０
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共－４ ３４ 調査研究費 ６，０００ ６，０００ ０ ０

共－４ ３６ 調査研究費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ ４１ 調査研究費 ２，０００ ２，０００ ０ ０

共－４ ５１ 調査研究費 ３，０００ ３，０００ ０ ０

小計 ３９，０００ ３９，０００ ０ ０

【３議員 共通５ 県外交通・宿泊費】

共－５ ３５ 要請陳情等活動費 ４７，８００ ４７，８００ ０ ０

共－５ ５０ 調査研究費 ７６，０００ ７６，０００ ０ ０

小計 １２３，８００ １２３，８００ ０ ０

〔宇!議員 １ 空港駐車料】

宇－１ ２１ 調査研究費 ２，７００ ２，７００ ０ ０

宇－１ ４６ 調査研究費 １，６００ １，６００ ０ ０

小計 ４，３００ ４，３００ ０ ０

〔宇!議員 ２ 国体デモスポ視察宿泊費〕

宇－２ ２４ 調査研究費 １５，２００ １５，２００ ０ ０

小計 １５，２００ １５，２００ ０ ０

〔宇!議員 ３ 四国中央市～松山往復ＪＲ料金〕

宇－３ ４ 調査研究費 ４，２６０ ４，２６０ ０ ０

宇－３ ５ 調査研究費 ４，２６０ ４，２６０ ０ ０

宇－３ ４５ 調査研究費 ６，６８０ ６，６８０ ３，３４０ ０

宇－３ ５２ 調査研究費 ６，６８０ ６，６８０ ３，３４０ ０

小計 ２１，８８０ ２１，８８０ ６，６８０ ０

〔宇!議員 ４ 愛媛県退職公務員連盟宇摩支部の団体会費〕

宇－４ ６ 研修費 １，０００ １，０００ ０ ０

小計 １，０００ １，０００ ０ ０

〔宇!議員 ５ 事務所駐車料〕

宇－５ ３８ 事務所費 １５，０００ １５，０００ ０ ０

小計 １５，０００ １５，０００ ０ ０

合計 １，６７２，７８９ １，６７２，７８９ ６，６８０ ０
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表２－! 平成２９年度愛媛県議会議員政務活動費監査結果（個票）

【鈴木俊広議員】 （単位：円）

記号 補助番号 費目内訳
政務活動費支出額

"

監査委員査定額
#

（参考）
請求人査定額

返還すべき額
"－#

【３議員 共通１ えひめ地域政策研究所会費】

共－１ ５ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ １９ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ２８ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ３６ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ４４ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ５５ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ６０ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ７３ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ８３ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ８８ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ９９ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ １０７ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

小計 ４８０，０００ ４８０，０００ ０ ０

【３議員 共通２ 自動車燃料代】

共－２ ８ 調査研究費 ９２，２７８ ９２，２７８ ０ ０

共－２ ２２ 調査研究費 １４１，９６９ １４１，９６９ ０ ０

共－２ ３１ 調査研究費 ６１，９７５ ６１，９７５ ０ ０

共－２ ３８ 調査研究費 １０１，８２４ １０１，８２４ ０ ０

共－２ ４７ 調査研究費 ５１，８００ ５１，８００ ０ ０

共－２ ５７ 調査研究費 ９２，４２６ ９２，４２６ ０ ０

共－２ ６３ 調査研究費 １０９，６６８ １０９，６６８ ０ ０

共－２ ７４ 調査研究費 ７９，７３５ ７９，７３５ ０ ０

共－２ ８４ 調査研究費 ７３，５９３ ７３，５９３ ０ ０

共－２ ９２ 調査研究費 ５０，５０５ ５０，５０５ ０ ０

共－２ １００ 調査研究費 ５８，６８２ ５８，６８２ ０ ０

共－２ １１０ 調査研究費 ２８，２００ ２８，２００ ０ ０
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小計 ９４２，６５５ ９４２，６５５ ０ ０

【３議員 共通３ 給与】

共－３ １ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ １３ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ ２４ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ ３３ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ ４０ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ ５２ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ ５８ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ ６５ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ ７７ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ ８７ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ ９６ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

共－３ １０２ 人件費 ７５，０００ ７５，０００ ０ ０

小計 ９００，０００ ９００，０００ ０ ０

【３議員 共通４ 会合参加費】

共－４ ４ 調査研究費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ １１ 調査研究費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ １５ 調査研究費 ３，０００ ３，０００ ０ ０

共－４ １７ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

共－４ １８ 調査研究費 １０，０００ １０，０００ ０ ０

共－４ ２７ 調査研究費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ ２９ 調査研究費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ ３７ 調査研究費 １０，０００ １０，０００ ０ ０

共－４ ４５ 調査研究費 ３，０００ ３，０００ ０ ０

共－４ ４６ 調査研究費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ ５４ 調査研究費 １０，０００ １０，０００ ０ ０

共－４ ６９ 調査研究費 ７，０００ ７，０００ ０ ０

共－４ ７１ 調査研究費 １０，０００ １０，０００ ０ ０
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共－４ ７５ 調査研究費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ ７８ 調査研究費 ６，０００ ６，０００ ０ ０

共－４ ８５ 調査研究費 ２，０００ ２，０００ ０ ０

共－４ ９１ 調査研究費 ３，０００ ３，０００ ０ ０

共－４ ９４ 調査研究費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ １０３ 調査研究費 ３，０００ ３，０００ ０ ０

小計 １０８，９００ １０８，９００ ０ ０

【３議員 共通５ 県外交通・宿泊費】

共－５ ７ 調査研究費 ９，８６０ ９，８６０ ０ ０

共－５ ３０ 調査研究費 ４６，９００ ４６，９００ ０ ０

共－５ ３２ 調査研究費 ５，６７０ ５，６７０ ０ ０

共－５ ３９ 調査研究費 １５，７４０ １５，７４０ ０ ０

共－５ ８０ 調査研究費 ３１，３２０ ３１，３２０ ０ ０

小計 １０９，４９０ １０９，４９０ ０ ０

〔鈴木議員 １ 松山市宿泊費・駐車料〕

鈴－１ ３ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ６ 調査研究費 １３，８００ １３，８００ ０ ０

鈴－１ ９ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ １０ 調査研究費 １，０００ １，０００ ０ ０

鈴－１ １２ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ １４ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ２０ 調査研究費 ７，９００ ７，９００ ０ ０

鈴－１ ２１ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ２３ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ２５ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ３４ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ４１ 調査研究費 ２１，７００ ２１，７００ ０ ０

鈴－１ ４２ 調査研究費 １，０００ １，０００ ０ ０

鈴－１ ４８ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０
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鈴－１ ４９ 調査研究費 １，０００ １，０００ ０ ０

鈴－１ ５０ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ５１ 調査研究費 １，０００ １，０００ ０ ０

鈴－１ ５６ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ６１ 調査研究費 １０，８００ １０，８００ ０ ０

鈴－１ ６２ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ６４ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ６７ 調査研究費 ７，９００ ７，９００ ０ ０

鈴－１ ６８ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ７０ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ７２ 調査研究費 ７，９００ ７，９００ ０ ０

鈴－１ ７６ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ８１ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ８２ 調査研究費 ７，９００ ７，９００ ０ ０

鈴－１ ８６ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ８９ 調査研究費 ２０，７００ ２０，７００ ０ ０

鈴－１ ９０ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ９３ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ９５ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ ９７ 調査研究費 １３，８００ １３，８００ ０ ０

鈴－１ ９８ 調査研究費 １３，８００ １３，８００ ０ ０

鈴－１ １０１ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ １０４ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ １０５ 調査研究費 １４，８００ １４，８００ ０ ０

鈴－１ １０６ 調査研究費 １３，８００ １３，８００ ０ ０

鈴－１ １０８ 調査研究費 ６，９００ ６，９００ ０ ０

鈴－１ １０９ 調査研究費 ７，９００ ７，９００ ０ ０

小計 ３３２，３００ ３３２，３００ ０ ０
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〔鈴木議員 ２ タクシー代〕

鈴－２ １６ 調査研究費 ５，８６０ ５，８６０ ０ ０

鈴－２ ２６ 調査研究費 ６，８３０ ６，８３０ ０ ０

鈴－２ ３５ 調査研究費 ６，２７０ ６，２７０ ０ ０

鈴－２ ４３ 調査研究費 ８，３４０ ８，３４０ ０ ０

鈴－２ ５３ 調査研究費 ３，９８０ ３，９８０ ０ ０

鈴－２ ５９ 調査研究費 ４，１８０ ４，１８０ ０ ０

鈴－２ ７９ 調査研究費 １，１３０ １，１３０ ０ ０

小計 ３６，５９０ ３６，５９０ ０ ０

〔鈴木議員 ３ アルバイト代〕

鈴－３ ２ 人件費 ６０，０００ ６０，０００ ０ ０

鈴－３ ６６ 人件費 ６０，０００ ６０，０００ ０ ０

小計 １２０，０００ １２０，０００ ０ ０

合計 ３，０２９，９３５ ３，０２９，９３５ ０ ０

表２－! 平成２９年度愛媛県議会議員政務活動費監査結果（個票）

【森$康行議員】 （単位：円）

記号 補助番号 費目内訳
政務活動費支出額

"

監査委員査定額
#

（参考）
請求人査定額

返還すべき額
"－#

【３議員 共通１ えひめ地域政策研究所会費】

共－１ ５ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ １２ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ２０ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ２５ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ３１ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ３９ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ４４ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ５５ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ５９ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ６４ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ７２ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－１ ８４ 調査研究費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０
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小計 ４８０，０００ ４８０，０００ ０ ０

【３議員 共通２ 自動車燃料代】

共－２ ９０ 研修費 １，１１０ １，１１０ ０ ０

共－２ ９１ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０

共－２ ９２ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０

共－２ ９３ 研修費 １，４８０ １，４８０ ０ ０

共－２ ９４ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ ９５ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ ９６ 研修費 １，４８０ １，４８０ ０ ０

共－２ ９７ 研修費 １，４８０ １，４８０ ０ ０

共－２ ９８ 研修費 １，１１０ １，１１０ ０ ０

共－２ ９９ 研修費 １，４８０ １，４８０ ０ ０

共－２ １００ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １０１ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０

共－２ １０２ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １０３ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １０４ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １０５ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １０６ 研修費 １，４８０ １，４８０ ０ ０

共－２ １０７ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １０８ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １０９ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １１０ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １１１ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １１２ 研修費 １，４８０ １，４８０ ０ ０

共－２ １１３ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０

共－２ １１５ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １１６ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １１７ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０
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共－２ １１８ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １１９ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １２０ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０

共－２ １２１ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １２２ 研修費 １，４８０ １，４８０ ０ ０

共－２ １２３ 研修費 １，１１０ １，１１０ ０ ０

共－２ １２４ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １２５ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １２６ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １２７ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０

共－２ １２８ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １２９ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １３０ 研修費 ５５５ ５５５ ０ ０

共－２ １３１ 研修費 ５５５ ５５５ ０ ０

共－２ １３３ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０

共－２ １３４ 研修費 １，１１０ １，１１０ ０ ０

共－２ １３５ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １３６ 研修費 １，１１０ １，１１０ ０ ０

共－２ １３７ 研修費 ５５５ ５５５ ０ ０

共－２ １３８ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０

共－２ １３９ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０

共－２ １４０ 研修費 ３７０ ３７０ ０ ０

共－２ １４１ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １４２ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １４４ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １４５ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １４６ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １４７ 研修費 １，１１０ １，１１０ ０ ０

共－２ １４８ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０
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共－２ １４９ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １５０ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １５１ 研修費 １，１１０ １，１１０ ０ ０

共－２ １５２ 研修費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

共－２ １５４ 研修費 １，４８０ １，４８０ ０ ０

共－２ １５５ 研修費 １，４８０ １，４８０ ０ ０

小計 ２０４，４２５ ２０４，４２５ ０ ０

【３議員 共通３ 給与】

共－３ ６ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ １５ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ ２３ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ ２９ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ ３４ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ ４１ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ ４５ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ ５６ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ ６０ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ ６８ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ ７３ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－３ ８９ 人件費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

小計 ４８０，０００ ４８０，０００ ０ ０

【３議員 共通４ 会合参加費】

共－４ １ 研修費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ ８ 研修費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ ９ 研修費 ４，５００ ４，５００ ０ ０

共－４ １０ 研修費 ３，０００ ３，０００ ０ ０

共－４ １１ 研修費 ２，０００ ２，０００ ０ ０

共－４ １３ 研修費 ２，０００ ２，０００ ０ ０

共－４ １４ 研修費 ３，０００ ３，０００ ０ ０
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共－４ １９ 研修費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ ２６，２７，２８ 研修費 １３，３００ １３，３００ ０ ０

共－４ ３０ 研修費 ３，０００ ３，０００ ０ ０

共－４ ３３ 研修費 ６，０００ ６，０００ ０ ０

共－４ ３６ 研修費 ２，０００ ２，０００ ０ ０

共－４ ４２ 研修費 ８，０００ ８，０００ ０ ０

共－４ ４３ 研修費 １０，０００ １０，０００ ０ ０

共－４ ４６ 研修費 １０，９３０ １０，９３０ ０ ０

共－４ ４８ 研修費 ７，０００ ７，０００ ０ ０

共－４ ５７ 研修費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ ６５ 研修費 １０，０００ １０，０００ ０ ０

共－４ ６６ 研修費 ６，０００ ６，０００ ０ ０

共－４ ６７ 研修費 ２，０００ ２，０００ ０ ０

共－４ ７１ 研修費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－４ ７４ 研修費 １０，０００ １０，０００ ０ ０

共－４ ７５、７６ 研修費 ８，９３０ ８，９３０ ０ ０

共－４ ８６、８７ 研修費 ８，９３０ ８，９３０ ０ ０

小計 １４５，５９０ １４５，５９０ ０ ０

【３議員 共通５ 県外交通・宿泊費】

共－５ ２２ 研修費 ４３，１００ ４３，１００ ０ ０

共－５ ３７ 研修費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

共－５ ３８ 研修費 ８７，８００ ８７，８００ ０ ０

共－５ ４７ 要請陳情等活動費 ３９，６００ ３９，６００ ０ ０

共－５ ６３ 研修費 ４１，４００ ４１，４００ ０ ０

共－５ ６９ 研修費 ３８，２００ ３８，２００ ０ ０

共－５ ７７ 研修費 ４０，０００ ４０，０００ ０ ０

共－５ ７９ 研修費 ５５，３００ ５５，３００ ０ ０

共－５ ８０、８１ 研修費 ７，６６０ ７，６６０ ０ ０

共－５ ８２、８３ 研修費 ８，４２０ ８，４２０ ０ ０
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共－５ ８５ 研修費 ２１，７８７ ２１，７８７ ０ ０

小計 ３８８，２６７ ３８８，２６７ ０ ０

〔森!議員 １ 「森!さんを囲む会」ＪＲ運賃・宿泊代〕

森－１ ３ 研修費 ２０，６２０ ２０，６２０ ０ ０

森－１ ７ 研修費 ６，０００ ６，０００ ０ ０

小計 ２６，６２０ ２６，６２０ ０ ０

〔森!議員 ２ 「森盛会」出席費・年会費〕

森－２ ４ 研修費 ７，０００ ７，０００ ０ ０

森－２ １７ 研修費 ４，０００ ４，０００ ０ ０

森－２ １８ 研修費 １０，０００ １０，０００ ０ ０

森－２ ３２ 研修費 ７，０００ ７，０００ ０ ０

森－２ ７０ 研修費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

小計 ３３，０００ ３３，０００ ０ ０

〔森!議員 ３ 「内外ニュース」関連支出〕

森－３ ２ 研修費 ８１，０００ ８１，０００ ０ ０

森－３ １６ 研修費 ４，６２０ ４，６２０ ０ ０

森－３ ３５ 研修費 ８１，０００ ８１，０００ ０ ０

森－３ ８８ 研修費 ８１，０００ ８１，０００ ０ ０

小計 ２４７，６２０ ２４７，６２０ ０ ０

〔森!議員 ４ 北方領土返還要求愛媛県民会議、愛媛日華親善協会、２１世紀県政研究会〕

森－４ ２１ 研修費 ５，０００ ５，０００ ０ ０

森－４ ４９ 研修費 １０，０００ １０，０００ ０ ０

森－４ ７８ 研修費 １，０００ １，０００ ０ ０

小計 １６，０００ １６，０００ ０ ０

〔森!議員 ５ 空港駐車代、高速代、東京タクシー代〕

森－５
５０，５１，５２，
５３，５４

要請陳情等活動費 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

小計 ５，５５０ ５，５５０ ０ ０

〔森!議員 ６ 業務委託費〕

森－６ ２４ 調査研究費 ２７０，０００ ２７０，０００ ０ ０
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選挙管理委員会告示

森－６ ５８ 調査研究費 ２７０，０００ ２７０，０００ ０ ０

小計 ５４０，０００ ５４０，０００ ０ ０

〔森!議員 ７ ホームページ更新料〕

森－７ ４０ 広聴広報費 １４６，１３３ １４６，１３３ １７，８００ ０

小計 １４６，１３３ １４６，１３３ １７，８００ ０

〔森!議員 ８ 日印友好協会『バクバリ王の誕生』視察時ガソリン代・高速代・駐車場料金〕

森－８ ６１，６２ 研修費 ８，９１０ ８，９１０ ０ ０

小計 ８，９１０ ８，９１０ ０ ０

合計 ２，７２２，１１５ ２，７２２，１１５ １７，８００ ０

（注）１ 「記号」は、本文の記載と対応させるため、「３議員共通の事項」について「共」、「宇!議員の支出」について「宇」、「鈴木議員の支出」に
ついて「鈴」、「森!議員の支出」について「森」とし、番号を付している。

２ 「補助番号」請求人が提出した査定表に記載された番号
３ 「費目内訳」条例第７条の規定による別表に定める１０種類の費目のうち該当する費目
４ 「（参考）請求人査定額」請求人が査定表において是認している額
５ 請求人が森!議員の否認額として挙げている２，７４２，７９５円のうち、ガソリン代７件（３８，４８０円）が、否認額として二重に計上されていたことから、
重複分は除いて整理している。

第４ 結論

以上のとおり、本件請求において請求人が違法不当であると主張する政務活動費の支出については、全て条例及びマニュアルに適合し

て執行されているものと認められるため、愛媛県知事が３議員に対して本件政務活動費の返還を命じるよう求める請求人の請求には理由

がない。

よって、主文のとおり決定する。

第５ 意見

本件請求に対する判断は前記のとおりであるが、監査委員として所見を表明しておくことが適当と考えるので、以下に付記する。

政務活動費は、議会の審議能力の強化の趣旨から、自主性及び自律性を尊重した運用が行われなければならない一方、公金の支出であ

ることから、その使途の適正を確保するため議員自らが厳正に取り組むことが求められる。

政務活動費については、平成２４年の地方自治法改正により、政務調査費が政務活動費と改称され、使途の範囲が拡大されるとともに、

議長にその使途の透明性を確保する努力義務が規定されたところであり、その適切な支出について説明責任を果たすことが期待されてい

る。

しかしその一方で、全国的に、不適正な政務活動費の支出を行っている事案が多数発生して、政務活動費に対して住民の厳しい目が注

がれ、住民監査請求や住民訴訟が数多くなされていることに鑑みても、これまで以上に、県民の負託と信頼に応えるため、政務活動費の

使途の適正な運用と透明性の確保に努めることが求められている。

以上のことを踏まえ、次のとおり要望する。

１ 議員が共同して結成した政策研究会等の団体への会費の支出については、支払を証明する領収書の写しを添付してその旨を報告すれ

ば足りるとされているが、一方で、地方自治法では、会派に対しても政務活動費を交付できることになっており、仮に、交付された会

派が政務活動費を直接支出した場合は、収支報告書等の提出が求められることから、それとの均衡にも配慮し、議員が共同で行う政務

活動として支出された経費が何に支出されたかが分かる資料（例えば収支報告書等）の提出、あるいは会派そのものへの政務活動費の

交付についても検討するなど、さらなる透明性の確保に努められたい。

２ 全国的には、収支報告書及び領収書のホームページでの公開や活動実績の分かる書類の添付などの取組みが進んでいることに鑑み、

本県においても、マニュアルの趣旨に沿って、より丁寧な説明資料が添付されるよう努めるとともに、併せて、マニュアルについて不

断の見直しを行うなど、政務活動費の公開性、透明性をより高めていくよう努められたい。

令和元年６月１８日

愛媛県監査委員 本 田 和 良

同 永 井 一 平

!愛媛県選挙管理委員会告示第１０号

愛媛県選挙公営実施規程（昭和４４年１１月１日愛媛県選挙管理委員会告示）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号

２０２



令和元年６月２８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第４５条 候補者が法第１６８条第１項又は愛媛県議会議員の選挙にお

ける選挙公報の発行に関する条例（平成１９年愛媛県条例第５１号。

以下「選挙公報発行条例」という。）第３条第１項の規定による

申請をするときは、県委員会が交付する別記第１５号様式の原稿用

紙（候補者が提出する電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記

録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）を含む。以下同じ。）に記載し、又は記録した掲載文を添

え、別記第１６号様式の申請書を県委員会に提出しなければならな

い。

２ 候補者が前項の規定により申請書を提出する場合においては、

併せて候補者の上半身を撮影した写真（その裏面に党派及び氏名

を記載した手札型（縦１０．５センチメートル、横７．４センチメート

ル）の写真２枚又は電磁的記録）を提出しなければならない。

第４６条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければ

ならない。

２ 省略

３ 氏名欄には、候補者の氏名（公職選挙法施行令第８８条第８項若

しくは第９項又は第８９条第５項の規定の適用を受けた場合におい

ては、通称）、これに付すふりがな、住所、年齢及び党派別を記

載し、又は記録することができる。

第４７条 候補者が、図、イラストレーション及びこれらの類を使用

する場合は、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者

が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積の

おおむね２分の１を超えてはならない。

２～３ 省略

第４９条 県委員会は、前３条の規定に違反して記載し、又は記録し

た掲載文の申請があつたとき、又は掲載文の文字等が著しく小さ

い場合、その他当該掲載文を 印刷した場合において、印刷が

著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該文字等の

記載又は記録の訂正を求めることができる。

２ 省略

第５０条 削除

第５１条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは

その旨を、これを修正しようとするときは県委員会が交付した別

記第１５号様式の原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した

掲載文を添えてその旨を、それぞれ文書をもつて県委員会に申請

しなければならない。

２ 省略

第１６号様式（公報掲載申請書）（第４５条関係）

省略

記

１ 掲載文及び写真 別添のとおり

２ 連絡の場所及び電話番号

第４５条 候補者が法第１６８条第１項又は愛媛県議会議員の選挙にお

ける選挙公報の発行に関する条例（平成１９年愛媛県条例第５１号。

以下「選挙公報発行条例」という。）第３条第１項の規定による

申請をするときは、県委員会が交付する別記第１５号様式の原稿用

紙

に記載した 掲載文を添

え、別記第１６号様式の申請書を県委員会に提出しなければならな

い。

２ 候補者が前項の規定により申請書を提出する場合においては、

併せてその裏面に党派及び氏名を記載した写真（手札型（縦１０．５

センチメートル、横７．４センチメートル）上半身像）２枚

を提出しなければならない。

第４６条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条

第２項の規定により提出する写真を除き、色の濃淡がないものと

しなければならない。

２ 省略

３ 氏名欄には、候補者の氏名（公職選挙法施行令第８８条第８項若

しくは第９項又は第８９条第５項の規定の適用を受けた場合におい

ては、通称）、これに付すふりがな、住所、年齢及び党派別を記

載する ことができる。

第４７条 候補者が、図、イラストレーション及びこれらの類を使用

する場合は、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者

が原稿用紙に掲載文を記載する ことができる面積の

おおむね２分の１を超えてはならない。

２～３ 省略

第４９条 県委員会は、前３条の規定に違反して記載した

掲載文の申請があつたとき、又は記載文の文字等が著しく小さ

い場合、その他次条の規定により印刷した場合において、印刷が

著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該文字等の

記載 の訂正を求めることができる。

２ 省略

第５０条 選挙公報は、写真製版により印刷して発行するものとす

る。

第５１条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは

その旨を、これを修正しようとするときは県委員会が交付した別

記第１５号様式の原稿用紙に新たに記載し直した

掲載文を添えてその旨を、それぞれ文書をもつて県委員会に申請

しなければならない。

２ 省略

第１６号様式（公報掲載申請書）（第４５条関係）

省略

記

１ 掲載文 別紙のとおり

２ 写 真 ２枚

３ 連絡の場所及び電話番号

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号

２０３



別記第１９号様式その２を次のように改める。

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号

２０４



第１９号様式（投票所内の政党等の名称等の掲示）（第５７条関係）

その２
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!愛媛県選挙管理委員会告示第１１号

愛媛県選挙事務執行規程（平成１２年３月愛媛県選挙管理委員会告示第２６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和元年６月２８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別記第３１号様式その３を次のように改める。

改 正 後 改 正 前

（開票立会人）

第１９条 省略

２ 市町委員会又は開票管理者が法第６２条第８項及び第９項本文の

規定により開票立会人を選任するときは、承諾書を徴するものと

する。

別記

省略

（開票立会人）

第１９条 省略

２ 市町委員会又は開票管理者が法第６２条第８項本文 の

規定により開票立会人を選任するときは、承諾書を徴するものと

する。

別記

省略

様式番号 事 項 根 拠 条 文 様式番号 事 項 根 拠 条 文

１～１４

１５

１６～２６

２７

２８～４２

省略

指定投票区の指定等の

通知

省略

開票立会人選任通知

省略

法第３７条第７項、令第２６条

第３項

法第６２条第８項、第９項、

程第１９条第２項

１～１４

１５

１６～２６

２７

２８～４２

省略

指定投票区の指定等の

通知

省略

開票立会人選任通知

省略

省略

法３７条７項 、令２６条２

項

法６２条８項、 、

程１９条２項

第６号様式

省略

注 立ち会うべき時間を定めた場合には、

時間を付記すること。

第１５号様式

省略

指定投票区の指定等
!
%
(#
%
(&

指定投票区の指定の取消し

"
%
($
%
('

について

指定関係投票区（特例指定関係投票区）の変更

公職選挙法施行令第２６条第１項（第２項）の規定に基づき、

指定投票区を指定し、及び指定関係投票区（特例指定関係投票区
!
%
(#
%
(&

指定投票区の指定を取り消した

指定関係投票区（特例指定関係投票区）を変更した

）を定めた
"
%
($
%
('

から、告示の写しを添えて報告します。

第６号様式

省略

注 投票立会人において立ち会うべき時間を定めた場合には、

時間を付記すること。

第１５号様式

省略

指定投票区の指定等
!
%
(#
%
(&

指定投票区の指定の取消し

"
%
($
%
('

について

指定関係投票区 の変更

公職選挙法施行令第２６条第１項 の規定に基づき、

指定投票区を指定し、及び指定関係投票区
!
%
(#
%
(&

指定投票区の指定を取り消した

指定関係投票区 を変更した

を定めた
"
%
($
%
('

から、告示の写 を添えて報告します。

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号

２０６



第３１号様式

その３（参議院比例代表選出議員の選挙の場合）
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別紙
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公営企業管理規程

!愛媛県公営企業管理規程第１号

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和元年６月２８日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

様式第１６号、様式第３５号、様式第３７号、様式第５１号、様式第５３号及び様式第８５号から様式第８７号までの規定中「日本工業規格」を「日本

産業規格」に改める。

附 則

この管理規程は、令和元年７月１日から施行する。

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号

２０９



雑 報

!愛媛県市町村職員共済組合公告

令和元年６月２８日

愛媛県市町村職員共済組合

理事長 管 良 二

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期
退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理

業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資

負担金
４，３２３，９１５

１２，２３６，９３１ ６３７，７８１ １４７，０２５ ０ ０ １７９，３６７
２２３，４２２

０ ０ ０ ０
４５０，３７３ ０

掛金・組合員保険料
４，３１３，６９３

７，７１５，０９６ ６３７，７７９ ０ ０ ０ ０
１７２，６４６

０ ０ ０ ０
４６１，８４０ ０

収

施設収入・商品売上 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５５，９９９ ０ ０ ０

受取手数料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５，５１１

組合員貸付金利息 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３７，３２９ ０

利息及び配当金
４４

０ ０ ０ ５，１１９ ２１，２５２ ４４
５０

３３ ６５１，２８７ ３１８ ０
５ ０

入

その他収入
５３５，４２５

０ ０ ０ ０ ０ ８１，９４２
１３３

４４，５７７ ２，１６９ ２２０ ８２
０ ０

補助金
２８，０７４

０ ０ ０ ０ ０ ０
０

０ ０ ０ ０
１１，４７５ ５，３５４

他経理から繰入金 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３５，９４３ ０ １７８，２４７ ０ ０ ０

前年度繰越支払準備金
６５９，６６７

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

計
９，８６０，８１８

１９，９５２，０２７ １，２７５，５６０ １４７，０２５ ５，１１９ ２１，２５２ ２９７，２９６
３９６，２５１

２７８，８５６ ６５３，４５６ ３７，８６７ ５，５９３
９２３，６９３ ５，３５４

給付
４，３７３，８０２

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

役職員給与 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １１４，２２２
１４，６５８

４５，３３７ ２０，０２３ ７，９２０ ３６０
０

厚生費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １２９
２６８，１２４

４０ ２４ ８ ０
５，３２９

支

特定健康診査等費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２３，１８８

０ ０ ０ ０
０

旅費・事務費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４，１９５
３，０８２

１，３５１ ３，１９０ １，６７２ ３９９
０

商品仕入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １３２ ０ ０ ０

飲食材料費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

委託費・委託管理費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ８，５２８
２９２

１６，７１０ ３，１４８ ２３４ １８１
０

支払利息 ０ ０ ０ ０ ５，１１９ ２１，２５２ ０ ０ ０ ５４２，１９６ ２６，３６２ １，８７９
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老人保健拠出金
０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

退職者給付拠出金
１８，２９４

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

前期高齢者納付金
２，５７１，８０１

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

後期高齢者支援金
１，７９３，４７６

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

病床転換支援金
１０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

介護納付金
０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
９３２，３０６

連合会払込金・拠出金
４３５，１６３

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２，９２５ ０
０

出

負担金払込金・掛金払込金・
保険料払込金

０ １９，９５２，０２７ １，２７５，５６０ １４７，０２５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

他経理へ繰入金
３５，９４３

０ ０ ０ ０ ０ ０
２１，０００

０ １５７，２４７ ０ ０
０ ０

その他支出
３１１，８０８

０ ０ ０ ０ ０ １５０，５３１
４１，２６５

１６５，９３８ ２２，７６１ ４，９１２ ６，３３０
５８９ ２５

次年度繰越支払準備金
６７２，１２８

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

計
１０，２１２，４２５

１９，９５２，０２７ １，２７５，５６０ １４７，０２５ ５，１１９ ２１，２５２ ２８７，６０５
３７１，６０９

２２９，５０８ ７４８，５８９ ４４，０３３ ９，１４９
９３２，８９５ ５，３５４

差引当期利益金又は当期損失金（△）
△３５１，６０７

０ ０ ０ ０ ０ ９，６９１
２４，６４２

４９，３４８ △９５，１３３ △６，１６６ △３，５５６
△９，２０２ ０

貸借対照表の要旨

資

流動資産 ７３１，２６２ １，１９４，２５９ ８０，５４０ ５６５ ５，１１９ ９３６，７９４ ４８４，９１６ ５０４，７１１ ３７０，３５０ １８，５８７，０６８ ６７，０１９ ２５４，３１１

産

固定資産 ０ ０ ０ ０ １，６７５，０００ ８５５，０００ ９８０ １ ９１２，２２３ ４１，６４２，４２０ ２，９２９，５７１ ０

繰延資産 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

資 産 合 計 ７３１，２６２ １，１９４，２５９ ８０，５４０ ５６５ １，６８０，１１９ １，７９１，７９４ ４８５，８９６ ５０４，７１２ １，２８２，５７３ ６０，２２９，４８８ ２，９９６，５９０ ２５４，３１１

負

流動負債 ２４，５２４ １，１９４，２５９ ８０，５４０ ５６５ ０ ０ ８，３２０
１１，３７７

４，５８３ ５５，３６４，６５５ ９２４ ９，３８０
２，１３９

債

固定負債 ６７２，１２８ ０ ０ ０ １，６８０，１１９ １，７９１，７９４ ２５４，９２１
４８，１０２

３３，３８９ ５，９５７ ２，６１０，０３２ １８２，１１５
０

負債合計 ６９６，６５２ １，１９４，２５９ ８０，５４０ ５６５ １，６８０，１１９ １，７９１，７９４ ２６３，２４１ ６１，６１８ ３７，９７２ ５５，３７０，６１２ ２，６１０，９５６ １９１，４９５

純 資本剰余金 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １，１５７，６２６ ０ ０ ０

資 利益剰余金又は欠損金（△）
３０，２８７

０ ０ ０ ０ ０ ２２２，６５５
４４３，０９４

８６，９７５ ４，８５８，８７６ ３８５，６３４ ６２，８１６
４，３２３ ０

産 純資産合計 ３４，６１０ ０ ０ ０ ０ ０ ２２２，６５５ ４４３，０９４ １，２４４，６０１ ４，８５８，８７６ ３８５，６３４ ６２，８１６

負 債 ・ 純 資 産 合 計 ７３１，２６２ １，１９４，２５９ ８０，５４０ ５６５ １，６８０，１１９ １，７９１，７９４ ４８５，８９６ ５０４，７１２ １，２８２，５７３ ６０，２２９，４８８ ２，９９６，５９０ ２５４，３１１

（注）短期経理の上段は短期、下段は介護に係るもの、保健経理の上段は保健、下段はメンタルヘルス対策事業に係るもの
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正 誤

!正 誤

令和元年６月１４日付け愛媛県報第１２号愛媛県告示第１７８号（愛媛

県造林事業補助金交付規程の一部改正）中

ページ 箇 所 誤 正

１２４
改正前欄中
上から９行目

次条２号イからエまで 次条２号イからエまで

１２４
改正後欄中
上から９行目

次条２号イからオまで 次条２号イからオまで

令和元年６月２８日 発行

愛 媛 県 報令和元年６月２８日 第１６号

２１２


